
生活環境影響調査書の抜粋説明について 

はじめに･･･抜粋説明について 

生活環境影響調査書の章から「第４章 生活環境影響調査の項目及び調査・予測・影響分

析手法の選定」と「第６章総合的な評価」の２章分について抜粋し、調査項目区分別（大気質、

騒音・振動、悪臭、水質、地下水）に書面ページを並べ替えて、調査書のポイント・評価等の説

明に換えます。 

詳細な分析結果や予測評価については、「第５章環境影響調査の結果」の章の記載の参照

が必要となりますが、当該調査書のポイント・結論をまとめたものとしてご覧ください。 
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第４章の更新について 

 

旧版作成時と計画地の周辺環境に大きな変化を及ぼす要因発生は想定されず、事業計画にも大

幅な変更はない。 

したがって、旧版で示した生活環境影響調査の項目、調査手法、予測・影響分析の選定の考え方を

踏襲することとする。 

 

なお、後述の表4-2-1（追）として、更新に際して再調査した項目等を示しておく。 

 

 

第４章 生活環境影響調査の項目及び調査・予測・影響分析手法の選定 

 

本事業は、当初、民間事業者が事業主体となり、当センターが公共関与する事業提携方式により

検討され生活環境影響調査も実施されたが、その後、事業主体を当センターに変更したうえで事業

計画を一部変更する「別案」を策定し、今回、この「別案」に係る生活環境影響調査を実施したも

のである。 

「別案」の生活環境影響調査は、既に実施済みの生活環境影響調査結果（過年度調査結果）を活

用しながら、その後の更新データや事業計画の変更に伴い必要な追加の現況調査等により行った。 
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4-1 生活環境影響調査項目の選定 

地域の特性及び事業計画を基に、表4-1-1に示す生活環境影響要因と生活環境影響調査項目を

選定した。 

選定に際して、「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針（平成18年、環境省）」（以下、「国指針」

という。）の管理型最終処分場の生活環境影響要因と生活環境影響調査項目を基本とするととも

に、「廃棄物処理施設等の設置に係る生活環境影響調査に関する指針（平成18年6月6日、鳥取

県）」（以下、「県指針」という。）についても参考とした。 

なお、選定した項目及び選定しなかった項目の理由は、表4-1-2に示すとおりである。 

 

表4-1-1 生活環境影響要因と生活環境影響調査項目 

調
査
事
項 

 

生活環境影響要因 

 

 

 

生活環境影響調査項目 

浸出水処

理設備か

らの処理

水の放流 

最終処分

場の存在 

施設（浸出

水処理設

備）の稼動 

埋 立 

作 業 

施設（埋立

地）からの

悪臭の発

生 

廃棄物運

搬車両の

走行 

指

針 

選

定 

指

針 

選

定 

指

針 

選

定 

指

針 

選

定 

指 

針 

選

定 

指

針 

選

定 

大

気

環

境 

大

気

質 

粉じん       ○ ◎     

二酸化窒素(NO2)           ○ ◎ 

浮遊粒子状物質(SPM)           ○ ◎ 

騒

音 
騒音レベル     ○ ◎ ○ ◎   ○ ◎ 

振

動 
振動レベル     ○ ◎ ○ ◎   ○ ◎ 

悪

臭 

特定悪臭物質濃度または 

臭気指数（臭気濃度） 
        ○ ◎   

水

環

境 

水 

 

質 

生物化学的酸素要求量(BOD) ○ ◎           

化学的酸素要求量(COD) ○ ◎           

全りん(T-P) ○ ◎           

全窒素(T-N) ○ ◎           

ダイオキシン類 ○ ◎           

浮遊物質量(SS) ○ ◎           

その他必要な項目 ○ ◎           

地

下

水 

地下水の流れ   ○ ◎         

注）1.○は、国指針（表中の「指針」）に基づく管理型最終処分場に係る基本項目である。 

  2.◎は本事業において、事業計画及び地域特性を勘案して選定（表中の「選定」）した項目を示す。 
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表4-1-2 生活環境影響調査項目の選定・非選定の理由 

生活環境影響調査項目 選定または選定しない理由 

大気質 

粉じん 
埋立作業に伴い粉じんの発生が考えられるため、調査項目とし

て選定する。 

二酸化窒素（NO2） 

浮遊粒子状物質（SPM） 

新たに増加する廃棄物の運搬車両台数は一日当たり 11 台（片

道）と計画しているが、運搬車両の走行に伴う二酸化窒素及び

浮遊粒子状物質の発生が考えられるため、調査項目として選定

する。 

騒 音 騒音レベル 

浸出水処理施設の騒音・振動の発生が考えられるため、施設の

稼働による騒音・振動を調査項目として選定する。 

また、埋立作業に伴う重機の騒音・振動の発生が考えられるた

め、調査項目として選定する。 

廃棄物運搬車両の走行について、新たに増加する車両は2～3台

/時程度であるが、大型車走行に伴う騒音・振動の影響が考えら

れるため、調査項目として選定する。 

振 動 振動レベル 

悪 臭 
特定悪臭物質濃度または 

臭気指数（臭気濃度） 

埋立地からの悪臭の発生が考えられるため、調査項目として選

定する。 

水 質 

生物化学的酸素要求量(BOD) 

化学的酸素要求量(COD) 

全りん(T-P) 

全窒素(T-N) 

ダイオキシン類 

浮遊物質量(SS) 

その他必要な項目 

埋立地から発生する浸出水を浸出水処理施設で処理して放流す

るため、調査項目として選定する。 

地下水 地下水の流れ 
処分場の設置により地下水の流れが変動する可能性が考えられ

るため、調査項目として選定する。 
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4-2 調査、予測及び影響の分析の手法 

本事業に係る生活環境影響調査については、既存資料を参考に現地調査を実施し、現況を把握

する必要がある。現況調査に関して、既に実施済みの過年度調査及び今回の追加調査に係る考え

は以下に示すとおりである。また、現地調査、予測及び影響の分析方法を表4-2-1に示す。 

 

【大気質】 

降下ばいじんの調査は、県による測定が平成 17 年度まで県西部総合事務所及び日吉津小学校

で行われている（18年度以降実施されていない）が、事業計画地周辺の状況を把握するため現地

調査を実施した。 

石綿（アスベスト）は、県による米子市東福原での過去5年間（平成22～26年度）の調査によ

ると、石綿（アスベスト）繊維は検出されていないが事業計画地周辺の状況を把握するため現地

調査を実施した。 

気象の状況について、事業計画地周辺の気象観測所である米子特別地域気象観測所における既

存データを整理するとともに、事業計画地との相関を把握するため事業計画地内において現地調

査を実施した。 

 

【騒音・振動】 

事業計画地周辺において騒音・振動を測定した既存資料がないことから、現状を把握するため

現地調査を実施した。なお、事業計画地敷地境界及び直近民家を対象として平成 20 年度に調査

を実施しており、その後の事業計画地及びその周辺地域の騒音・振動発生源の状況に大きな変化

は見られないため、平成20年度の測定結果を現況値とした。また、道路沿道及び周辺民家付近に

ついては、平成24～25年度に調査を実施した。 

さらに、追加調査として、「別案」では浸出水処理施設の位置を変更するため、新たな施設位置

に近い敷地境界1地点及び、周辺住民からの要望を踏まえ、周辺民家付近1地点における騒音・

振動の現況把握の調査を平成28年度に実施した。 

 

【悪 臭】 

事業計画地及びその周辺における悪臭の既存資料はないことから、現況把握のため現地調査を

実施した。 
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【水質汚濁】 

事業計画地の周辺の水質汚濁に係る調査について、浸出水処理水の排出先となる塩川において、

県及び米子市が水質調査を行っている。 

さらに、浸出水処理水の排出先となる水域（農業用水排水路、塩川）の水質の状況を把握する

ため現地調査を実施した。 

なお、隣接一般廃棄物最終処分場では、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分

場に係る技術上の基準を定める省令」（昭和52年 総理府・厚生省令1号）に基づき浸出水処理

水等の水質測定を実施しており、これらの資料も現況把握として整理した。 

 

【地下水】 

地下水については、事業計画地周辺の現況把握のため現地調査を実施した。 

なお、隣接一般廃棄物最終処分場では、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分

場に係る技術上の基準を定める省令」に基づき地下水の水質測定を実施しており、これらの資料

も現況把握として整理した。
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大気質 
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表
4-
2-
1(
1)
 
調
査
、
予
測
及
び
影
響
の
分
析
方
法
 

調
査
項
目
 

調
 
査
 
内
 
容
 

調
 
査
 
方
 
法
 

予
 
測
 
及
 
び
 
影
 
響
 
分
 
析
 
方
 
法
 

大
気
質
 

【
粉
じ
ん
】
 

 
・
降
下
ば
い
じ
ん
 

 
・
石
綿
（
ア
ス
ベ
ス
ト
）
 

【
二
酸
化
窒
素
、
浮
遊
粒
子

状
物
質
】
 

【
気
象
の
状
況
】
 

  

【
降
下
ば
い
じ
ん
】
 

1.
既
存
資
料
 

県
に
よ
る
大
気
汚
染
調
査
結
果
報
告
書
よ
り
、
県
西
部
総
合
事
務
所
及
び
日
吉
津

小
学
校
の
測
定
結
果
を
整
理
す
る
。
 

2.
現
地
調
査
（
過
年
度
調
査
結
果
を
整
理
）
 

①
調
査
地
点
（
図
4-
2-
1参

照
）：

事
業
計
画
地
敷
地
境
界
4方

向
及
び
直
近
民
家
 

②
調
査
時
期
 

春
季
：
平
成

24
年
 5

月
1
日
～
 5

月
31

日
 

夏
季
：
平
成

24
年

7
月

31
日
～
8
月

31
日
 

秋
季
：
平
成

24
年

10
月

31
日
～
11

月
30

日
 

冬
季
：
平
成

25
年

1
月

31
日
～
3
月

4
日
 

③
調
査
方
法
：
デ
ポ
ジ
ッ
ト
ゲ
ー
ジ
に
よ
る
捕
集
 

 

【
石
綿
（
ア
ス
ベ
ス
ト
）】

 

1.
既
存
資
料
 

県
に
よ
る
大
気
汚
染
調
査
結
果
報
告
書
よ
り
、
米
子
保
健
所
の
測
定
結
果
を
整
理

す
る
。
 

2.
現
地
調
査
（
過
年
度
調
査
結
果
を
整
理
）
 

①
調
査
地
点
（
図
4-
2-
1参

照
）：

事
業
計
画
地
敷
地
境
界
4方

向
及
び
直
近
民
家
 

②
調
査
時
期
 

春
季
：
平
成

24
年
 5

月
21

日
～
23

日
 

夏
季
：
平
成

24
年
 8

月
20

日
～
22

日
 

秋
季
：
平
成

24
年

11
月
 7

日
～
 9

日
 

冬
季
：
平
成

25
年
 2

月
 4

日
～
 6

日
 

③
調
査
方
法
：「

ア
ス
ベ
ス
ト
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
第
4版

）」
（
平
成
22
年
、

環
境
省
）
 

【
予
 
測
】
 

1.
予
測
項
目
 

 
・
埋
立
作
業
に
伴
う
粉
じ
ん
 

・
廃
棄
物
運
搬
車
両
の
走
行
に
伴
う
二
酸
化
窒
素
、
浮
遊
粒
子

状
物
質
 

2.
予
測
地
点
 

 
・
埋
立
作
業
に
伴
う
粉
じ
ん
：
事
業
計
画
地
の
直
近
民
家
及
び

周
辺
地
域
 
 

・
廃
棄
物
運
搬
車
両
の
走
行
に
伴
う
二
酸
化
窒
素
、
浮
遊
粒
子

状
物
質
：
廃
棄
物
運
搬
車
両
が
走
行
す
る
搬
入
道
路
沿
道

（
図

4-
2-
1
の

St
.イ

）
 

3.
予
測
方
法
 

・
埋
立
作
業
に
伴
う
粉
じ
ん
：
環
境
保
全
措
置
、
現
況
調
査
結

果
及
び
類
似
事
例
等
を
考
慮
し
て
、
定
性
的
に
予
測
す
る
。 

・
廃
棄
物
運
搬
車
両
の
走
行
に
伴
う
二
酸
化
窒
素
、
浮
遊
粒
子

状
物
質
：
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
定
量
的
に
予
測
す

る
。
 

4.
予
測
時
期
 

施
設
の
稼
動
及
び
廃
棄
物
の
運
搬
が
定
常
的
な
状
態
と
な

る
時
期
と
す
る
。
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【
二
酸
化
窒
素
、
浮
遊
粒
子
状
物
質
】
 

1.
既
存
資
料
 

県
に
よ
る
大
気
汚
染
調
査
結
果
報
告
書
よ
り
、
米
子
保
健
所
の
測
定
結
果
を
整
理

す
る
。
 

 

【
気
象
の
状
況
】
 

1.
既
存
資
料
 

米
子
特
別
地
域
気
象
観
測
所
に
お
け
る
過
去
10
年
間
の
風
向
、
風
速
デ
ー
タ
を
整

理
す
る
。
 

2.
現
地
調
査
（
過
年
度
調
査
結
果
を
整
理
）
 

①
調
査
地
点
（
図
4-
2-
1参

照
）：

事
業
計
画
地
内
 1
地
点
（
St
.4
）
 

②
調
査
期
間
：
平
成
25
年
9月

18
日
～
10
月
22
日
 

平
成
26
年
1月

10
日
～
2月

9日
 

③
調
査
方
法
：「

地
上
気
象
観
測
指
針
（
平
成
14
年
 気

象
庁
）」

に
準
じ
て
、
風
向
風

速
計
に
よ
る
測
定
 

 

【
交
通
量
】
 

1.
現
地
調
査
（
過
年
度
調
査
結
果
を
整
理
）
 

①
調
査
地
点
（
図
4-
2-
1参

照
）：

県
道
尾
高
淀
江
線
1地

点
（
St
.イ

）
 

②
調
査
期
間
：
平
成
24
年
12
月
3日

～
12
月
4日

 

③
調
査
方
法
：
調
査
項
目
は
、
車
種
別
方
向
別
交
通
量
と
し
て
、
調
査
員
が
目
視
し

カ
ウ
ン
タ
ー
に
よ
る
計
測
す
る
方
法
 

【
影
響
分
析
方
法
】
 

 
影
響
の
回
避
・
低
減
に
係
る
分
析
及
び
生
活
環
境
の
保
全
上

の
目
標
と
の
整
合
性
に
係
る
分
析
を
行
う
。
 

生
活
環
境
の
保
全
上
の
目
標
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
は
、
県

指
針
に
基
づ
く
も
の
と
し
、
粉
じ
ん
に
つ
い
て
は
、
環
境
保
全
措

置
を
参
考
に
「
環
境
に
与
え
る
影
響
が
軽
微
で
あ
る
こ
と
」
、
二

酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
に
つ
い
て
は
、
環
境
基
準
を

環
境
保
全
目
標
と
し
て
、
予
測
結
果
と
対
比
し
分
析
す
る
。
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表
4-
2-
1(
1)
 
調
査
、
予
測
及
び
影
響
の
分
析
方
法
（
更
新
版
の
作
成
に
際
し
て
再
調
査
し
た
項
目
）（

追
）
 

調
査
項
目
 

調
 
査
 
内
 
容
 

調
 
査
 
方
 
法
 

予
 
測
 
及
 
び
 
影
 
響
 
分
 
析
 
方
 
法
 

大
気
質
 

【
粉
じ
ん
】
 

・
降
下
ば
い
じ
ん
 

【
二
酸
化
窒
素
、
浮
遊
粒
子

状
物
質
】
 

【
気
象
の
状
況
】
 

【
交
通
量
】
 

 

【
降
下
ば
い
じ
ん
】
 

1.
現
地
調
査
 

①
調
査
地
点
：
過
年
度
調
査
に
お
け
る
最
大
値
地
点
（
St
.2
）
 

②
調
査
時
期
 

春
季
：
令
和
4年

5月
2日

～
6月

1日
 

夏
季
：
令
和
3年

8月
28
日
～
9月

27
日
、
令
和
4年

7月
20
日
～
8月

19
日
 

秋
季
：
令
和
3年

10
月
30
日
～
11
月
29
日
、
令
和
4年

11
月
5日

～
12
月
5日

 

冬
季
：
令
和
4年

1月
5日

～
2月

4日
、
令
和
5年

1月
14
日
～
2月

13
日
 

③
調
査
方
法
：
デ
ポ
ジ
ッ
ト
ゲ
ー
ジ
に
よ
る
捕
集
 

【
石
綿
（
ア
ス
ベ
ス
ト
）】

 

※
追
加
調
査
し
た
項
目
な
し
 

【
二
酸
化
窒
素
、
浮
遊
粒
子
状
物
質
】
 

1.
既
存
資
料
 

県
に
よ
る
大
気
汚
染
調
査
結
果
報
告
書
よ
り
、
令
和

3
年
度
ま
で
の
米
子
保
健
所

の
測
定
結
果
を
整
理
す
る
。
 

 

【
気
象
の
状
況
】
 

1.
既
存
資
料
 

米
子
特
別
地
域
気
象
観
測
所
に
よ
る
過
去

10
年
間
（
平
成

25
年
～
令
和

4
年
）

の
風
向
、
風
速
デ
ー
タ
を
整
理
す
る
。
 

【
交
通
量
】
 

1.
現
地
調
査
 

①
調
査
地
点
（
図
4-
2-
1参

照
）：

県
道
尾
高
淀
江
線
1地

点
（
St
.イ

）
 

②
調
査
期
間
：
令
和
4年

12
月
13
日
～
12
月
14
日
 

③
調
査
方
法
：
調
査
項
目
は
、
車
種
別
方
向
別
交
通
量
と
し
て
、
調
査
員
が
目
視
し

カ
ウ
ン
タ
ー
に
よ
り
計
測
す
る
方
法
 

旧
版
報
告
書
と
同
様
 

4
 ー

 1
3
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表
6
-
1
-
1
（
1
）
 

環
境
影
響
の
総
合
的
な
評
価
 

項
目

 
現
 

況
 

予
 
測
 
結
 
果
 

影
 
響
 
の
 
分
 
析
 

影
響
の
回
避
・
低
減
に
係
る
分
析
 

生
活
環
境
の

保
全

上
の

目
標

と
の
 

整
合
性

に
係

る
分

析
 

大
 

 

気
 

 

質
 

（
1
）

降
下
ば
い
じ
ん
 

降
下
ば
い
じ
ん
量
は
、
2
.2
7
～
5
.
5
6 
t
/
k
㎡
/
月
で
あ
り
、
既
存
資

料
測

定
結
果
（
県
西
部
総
合
事
務
所
及
び
日
吉
津
小
学
校
）
の
最
小
値

か
ら

最
大
値
（
0
.
7
～
1
0.
2
t
/
k
㎡
/
月
）
の
範
囲
内
で
あ
っ
た
。
 

※
追

 
過
年
度
調
査
の
最
大
値
地
点
に
お
け
る
令
和

3
年
～
4
年
度
の

降
下
ば
い
じ
ん
量
は
、
0.
8
2
～

4
.
35
t
/
k
㎡
/
月
で
あ
り
、
既
存

資
料
測
定
結
果
最
小
値
か
ら
最

大
値
の
範
囲
内
で
あ
っ
た
。
 

 

（
2
）

石
綿
（
ア
ス
ベ
ス
ト
）
 

い
ず

れ
の
地

点
も
、

全
て

の
時
期

に
お
い

て
検
出

下
限
値
未

満
で

あ
っ

た
。
 

 

（
3
）

気
象
（
風
向
・
風
速
）
 

測
定

期
間
中

に
お
け

る
米

子
特
別

地
域
気

象
観
測

所
と
事
業

計
画

地
内

の
測
定
地
点
に
お
け
る
結
果
の
ベ
ク
ト
ル
相
関
係
数
は

0
.
8
5
0
、

0
.
8
6
6
で
両
者
の
風
向
風
速
分
布
に

は
高
い
相
関
が
あ
っ
た
。
 

 （
4
）

交
通
量
 

断
面
日
交
通
量
は
、
大
型
車

1
2
9
台
/
日
、
小
型
車

1,
2
2
6
台
/
日
、

二
輪

車
7
台
/
日
の
合
計

1,
3
6
2
台
/
日
で
あ
り
、
大
型
車
混
入
率
は

1
0
％

程
度
で
あ
っ
た
。
 

※
追

 
令
和

4
年
に
お
け
る
断
面
日

交
通
量
は
、
大
型
車

1
66

台
/
日
、

小
型
車

1
,
3
27

台
/
日
、
二
輪
車

3
台
/
日
の
合
計

1
,4
9
6
台
/
日

で
あ
り
、
大
型
車
混
入
率
は

1
1
％
程
度
で
あ
っ
た
。
 

 

（
1
）
埋
立
作
業
 

ビ
ュ

ー
フ

ォ
ー
ト

の
風
力

階
級

に
お
い

て
砂
埃

が
立

つ
と
さ

れ
て

い

る
風
速

5
.
5
m
/s

以
上
の
風
の
風
向
別
出
現
頻
度
に
つ
い
て
、
出
現
頻
度

を
風
向
別
に
み
る
と
、
埋
立
作
業
時
間
（
9
：
0
0
～
1
6：

3
0）

を
含
む
時

間
帯
（
9
：
0
0～

1
7
：
0
0）

で
、
出
現
頻
度
が
高
い
北
東
及
び
西
風
で
そ

れ
ぞ
れ

3
％
程
度
で
あ
る
。
 

ま
た
、
直
近
民
家
に
影
響
を

与
え
る
風
向
で
あ
る
西
～
北
北
西
の
合
計

は
5
.
8
%
で
あ
り
出
現
頻
度
は
少
な
い
。
 

さ
ら
に
、
事
業
計
画
地
と
同

様
に
埋
立
を
行
っ
て
い
る
隣
接
の
一
般
廃

棄
物

最
終

処
分
場

の
敷

地
境

界
に
お

け
る

降
下
ば

い
じ

ん
の

測
定
結

果

で
は
、
2
.
2
7
～
5.
5
6
 t
/
k
㎡

/月
で
あ
り
、
既
存
資
料
測
定
結
果
（
県
西

部
総
合
事
務
所
及
び
日
吉
津
小
学
校
）
の

0
.7
～
1
0
.
2t
/
k
㎡
/
月
と
比

べ
て
、
高
い
値
は
測
定
さ
れ
て
い
な
い
。
 

次
に
、
石
綿
（
ア
ス
ベ
ス
ト
）
に
つ
い
て
は
、
本
事
業
で
飛
散
性
ア
ス

ベ
ス
ト
（
廃
石
綿
等
）
の
受
入
は
行
わ
な
い
計
画
で
あ
る
。
 

な
お
、
本
事
業
の
埋
立
に
際
し
て
は
、
産
業
廃
棄
物
に
覆
土
等
の
対
応

及
び
施
工
区
域
の
散
水
を
適
宜
行
う
ほ
か
、
搬
入
出
口
に
タ
イ
ヤ
洗
い
場

を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
定
期
的
に
点
検
し
、
土
砂
等
が
堆
積
し
た
場
合

は
速
や
か
に
除
去
す
る
こ
と
で
、
粉
じ
ん
の
発
生
を
抑
制
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
近
民
家

及
び
周
辺
地
域
へ
の
粉
じ
ん
に
よ
る
影
響

は
小
さ
い
と
予
測
さ
れ
る
。
 

※
追
 
予
測
の
更
新
を
行
っ
た
結
果
、
直
近
民
家
に
影
響
を
与
え
る
風
向

で
あ
る
西
～
北
北
西
の
出
現
頻
度
は

5
.
9
％
で
あ
り
、
旧
版
報
告
書

の
結
果
と
の
差
は
わ
ず
か

0
.
1
％
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
令
和

3
年
～

4
年

度
の

降
下

ば
い
じ

ん
の

測
定

結
果
も

旧
版
報

告
書
の
調

査
結

果
と
同
程
度
で
あ
っ
た
。
 

 （
2
）
廃
棄
物
運
搬
車
両
の
走

行
 

予
測
結
果
（
日
平
均
予
測
濃
度
）
は
、
二
酸
化
窒
素
が

0
.
01
7p
p
m
、
浮

遊
粒
子
状
物
質
が

0
.
0
43
m
g
/
m3
と
予
測
さ
れ
、
環
境
基
準
を
下
回
る
。
 

ま
た
、
現
況
交
通
に
よ
る
年
平
均
大
気
質
濃
度
に
対
し
て
、
本
事
業
に

よ
る
廃
棄
物
運
搬
車
両
に
伴
う
寄
与
濃
度
は
、
二
酸
化
窒
素
、
浮
遊
粒
子

状
物
質
共
に

1％
未
満
と
小

さ
く
、
現
況
の
大
気
環
境
の
変
化
は
ほ
と
ん

ど
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 

※
追
 
予
測
の
更
新
を
行
っ
た
結
果
、
予
測
結
果
（
日
平
均
予
測
濃
度
）

は
旧
版
と
同
値
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
現
況
交
通
に
よ
る
年
平
均
大
気

質
濃
度
に
対
し
て
、
本
事
業
に
よ
る
廃
棄
物
運
搬
車
両
に
伴
う
寄
与

濃
度
も
旧
版
報
告
書
と
同
様
に

1％
未
満
で
あ
っ
た
。
 

以
下
の
環
境
保
全
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
環
境
に
及

ぼ
す
影
響
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
1
）
埋
立
作
業
 

・
廃
棄
物
処
分
の
申
し
込
み
段
階
で
飛
散
性
の
石
綿
（
廃
石
綿

等
）
は
受
入
れ
な
い
こ
と
を
示
し
、
受
け
入
れ
審
査
の
時
点

で
も
確
認
す
る
。
 

・
上
記
以
外
の
石
綿
含
有
産
業
廃
棄
物
の
埋
立
は
、
分
散
し
な

い
よ
う
に
一
定
の
場
所
に
行
う
と
と
も
に
、
覆
土
等
に
よ
り

埋
立
地
外
に
飛
散
・
流
出
し
な
い
よ
う
に
す
る
。
ま
た
、
鳥

取
県
石
綿
健
康
被
害
防
止
条
例
（
平
成

1
7
年
鳥
取
県
条
例

第
6
7
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
計
画
地
敷
地
境
界
に

お
い

て
大

気
中

の
石

綿
粉

じ
ん

の
飛

散
状

況
を

定
期

的
に

調
査
し
、
情
報
を
公
開
す
る
。
 

・
埋
立
に
際
し
て
は
、
覆
土
等
の
対
応
を
適
宜
実
施
し
、
粉
じ

ん
の
発
生
を
抑
制
す
る
。
 

・
施

工
区

域
に

は
適
宜

散
水

し
、

粉
じ

ん
の

発
生
を

抑
制
す

る
。
 

・
搬
入
出
口
に
タ
イ
ヤ
洗
い
場
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
定
期

的
に
点
検
し
、
土
砂
等
が
堆
積
し
た
場
合
は
速
や
か
に
除
去

し
、
粉
じ
ん
の
発
生
を
抑
制
す
る
。
 

・
廃
棄
物
に
は
必
要
に
応
じ
て
散
水
を
行
い
、
粉
じ
ん
の
発
生

を
抑
制
す
る
。
ま
た
、
荷
降
ろ
し
場
付
近
に
風
力
階
級
が
わ

か
る
簡
易
な
測
定
装
置
を
設
置
し
て
風
力
を
確
認
し
、
散
水

量
を
適
切
に
管
理
し
て
粉
じ
ん
発
生
を
抑
制
す
る
。
な
お
、

荷
降
ろ
し
の
際
に
は
状
況
に
よ
り
、
産
業
廃
棄
物
を
手
降
ろ

し
で
行
う
。
 

・
暴
風
警
報
、
竜
巻
注
意
情
報
発
令
時
は
、
周
辺
地
域
へ
の
影

響
防
止
の
た
め
、
廃
棄
物
の
受
け
入
れ
を
中
止
す
る
。
 

 （
2
）
廃
棄
物
運
搬
車
両
の
走
行
 

・
廃
棄
物
運
搬
車
両
は
、
場
内
で
の
走
行
は
徐
行
を
行
う
よ
う

指
導
す
る
。
 

・
廃
棄
物
運
搬
車
両
は
、
定
期
的
な
整
備
・
点
検
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
常
に
良
好
な
状
態
で
使
用
し
、
環
境
へ
の
負
荷
を

低
減
さ
せ
る
よ
う
要
請
す
る
。
 

・
廃
棄
物
運
搬
車
両
の
走
行
に
際
し
て
は
、
制
限
速
度
の
遵
守

等
、

運
転

者
に

適
正

走
行

の
周

知
徹

底
を

図
る

よ
う

要
請

し
、
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
。
 

（
1
）
埋
立
作
業
 

1
）
環
境
保
全
目

標
 

・
周
辺

地
域
の

生
活

環
境

に
与

え
る

影
響

が
軽
微
で
あ
る

こ
と

。
 

 

2
)
分
析
結
果
 

粉
じ
ん

に
よ

る
周

辺
地

域
の

大
気

質
へ

の
影
響

に
つ
い

て
は

、
環

境
保

全
措

置
を

行
う
こ

と
に
よ

り
軽

微
と

予
測

さ
れ

る
こ

と
か
ら

、
生
活

環
境

の
保

全
上

の
目

標
と

の
整
合

性
は
図

ら
れ

て
い

る
も

の
と

評
価

す
る
 

 （
2
）
廃
棄
物
運
搬

車
両
の

走
行
 

1
）
環
境
保
全
目

標
 

・
二
酸

化
窒
素

及
び

浮
遊

粒
子

状
物

質
の

環
境
基
準
を
満

足
す

る
こ

と
。
 

 

2
)
分
析
結
果
 

廃
棄
物

運
搬

車
両

の
走

行
に

伴
う

排
ガ

ス
は
環
境
基
準
を

満
足
し

、
ま

た
、
現

況
に

対
す
る

廃
棄
物

運
搬

車
両

の
走

行
に

伴
う

寄
与
は

1％
未
満
で
あ

る
た

め
、大

部
分
の

地
域
住

民
の
日

常
生

活
に

お
い

て
支

障
は

な
い
も

の
と
考

え
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、
生

活
環
境

の
保
全

上
の

目
標

と
の

整
合

性
は

図
ら
れ
て
い
る
も

の
と
評

価
す

る
。
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表
4-
2-
1(
2)
 
調
査
、
予
測
及
び
影
響
の
分
析
方
法
 

調
査
項
目
 

調
 
査
 
内
 
容
 

調
 
査
 
方
 
法
 

予
 
測
 
及
 
び
 
影
 
響
 
分
 
析
 
方
 
法
 

騒
 
音
 

・
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
 

（
L A

eq
）
 

・
時
間
率
騒
音
レ
ベ
ル
 

（
L A

5、
L A

50
、
L A

95
）
 

 

【
環
境
騒
音
】
 

1.
調
査
地
点
（
図
4-
2-
2参

照
）：

事
業
計
画
地
直
近
民
家
付
近
の
3地

点
 

下
記
の
調
査
時
期
で
各
1地

点
の
調
査
と
す
る
。
 

2.
調
査
時
期
：
平
成
20
年
11
月
26
日
～
27
日
の
24
時
間
 

平
成
25
年
12
月
10
日
～
11
日
の
24
時
間
 

平
成
28
年
4月

25
日
～
26
日
の
24
時
間
※
1 

3.
調
査
方
法
：「

騒
音
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て
」（

平
成
10
年
、
環

境
庁
告
示
第
64
号
）
に
定
め
る
方
法
に
準
拠
し
、
連
続
す
る
24
時

間
に
つ
い
て
、
毎
正
時
10
分
間
の
測
定
 

 【
道
路
交
通
騒
音
】（

過
年
度
調
査
結
果
を
整
理
）
 

1.
調
査
地
点
：
県
道
尾
高
淀
江
線
の
官
民
境
界
1地

点
 

2.
調
査
時
期
：
平
成
24
年
11
月
7日

～
8日

の
24
時
間
 

3.
調
査
方
法
：「

騒
音
に
係
る
環
境
基
準
に
つ
い
て
」（

平
成
10
年
、
環

境
庁
告
示
第
64
号
）
に
定
め
る
方
法
に
準
拠
し
、
連
続
す
る
24
時

間
に
つ
い
て
、
毎
正
時
10
分
間
の
測
定
 

 【
事
業
場
騒
音
】
 

1.
調
査
地
点
（
図
4-
2-
2参

照
）
事
業
計
画
地
敷
地
境
界
の
5地

点
 

2.
調
査
時
期
：
平
成
20
年
11
月
26
日
～
27
日
 

平
成
28
年
4月

25
日
～
26
日
※
2 

3.
調
査
方
法
：「

JI
S 
Z 
87
31
」
に
定
め
る
方
法
に
準
拠
し
、
朝
、
昼
、

夕
、
夜
間
の
時
間
区
分
ご
と
に
、
朝
及
び
夕
は
1回

、
昼
間
及
び
夜

間
は
2回

と
し
、
各
10
分
間
の
測
定
 

※
1 
周
辺
住
民
要
望
対
応
と
し
て
、
調
査
を
実
施
す
る
。
 

※
2 
浸
出
水
処
理
施
設
の
位
置
変
更
に
伴
い
、
調
査
を
実
施
す
る
。
 

【
予
 
測
】
 

1.
予
測
項
目
 

・
環
境
騒
音
、
道
路
交
通
騒
音
：
L A

eq
 

・
事
業
場
騒
音
：
L A

5 

2.
予
測
地
点
 

・
環

境
騒

音
：
事
業
計
画
地
直
近
の
周
辺
民
家
の

3
地
点
 

・
道
路
交
通
騒
音
：
県
道
尾
高
淀
江
線
の
官
民
境
界
1地

点
 

・
事

業
場

騒
音
：
事
業
計
画
地
敷
地
境
界
の

5
地
点
 

3.
予
測
方
法
 

 
埋
立
作
業
及
び
施
設
稼
動
に
係
る
騒
音
に
つ
い
て
は
、
伝
搬
理
論
式
を
用
い
て

予
測
す
る
。
産
業
廃
棄
物
運
搬
車
両
に
つ
い
て
は
、
日
本
音
響
学
会
提
案
予
測
式

を
用
い
て
予
測
す
る
。
 

4.
予
測
時
期
 

 
埋
立
作
業
機
械
及
び
施
設
の
稼
動
が
定
常
的
な
状
態
と
な
る
時
期
と
す
る
。

 

 【
影
響
分
析
方
法
】
 
 

 
 
影
響
の
回
避
・
低
減
に
係
る
分
析
及
び
生
活
環
境
の
保
全
上
の
目
標
と
の
整
合

性
に
係
る
分
析
を
行
う
。
生
活
環
境
の
保
全
上
の
目
標
と
の
整
合
性
は
、
県
指
針

に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。
 

環
境
騒
音
の
予
測
地
点
は
都
市
計
画
区
域
外
で
あ
り
、
環
境
基
準
類
型
の
指
定

が
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
土
地
利
用
状
況
を
勘
案
し
て
、
環
境
基
準
の
「
道
路
に

面
し
な
い
地
域
」
の

B
地
域
の
環
境
基
準
の
類
型
を
あ
て
は
め
る
。
 

ま
た
、
事
業
計
画
地
及
び
県
道
尾
高
淀
江
線
沿
道
は
都
市
計
画
区
域
の
無
指
定

地
域
で
あ
り
、
環
境
基
準
及
び
敷
地
境
界
に
係
る
規
制
基
準
の
指
定
は
受
け
な

い
。
し
か
し
、
敷
地
境
界
に
つ
い
て
は
工
場
等
が
点
在
す
る
土
地
利
用
状
況
か
ら

騒
音
規
制
法
の
第

3
種
区
域
の
規
制
基
準
、
道
路
沿
道
に
つ
い
て
は
道
路
の
状
況

及
び
周
辺
民
家
の
立
地
状
況
か
ら
「
道
路
に
面
す
る
地
域
」
の
う
ち

B
地
域
の
環

境
基
準
の
類
型
あ
て
は
め
を
想
定
し
て
、
予
測
結
果
と
対
比
し
分
析
す
る
。
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表
4-
2-
1(
3)
 
調
査
、
予
測
及
び
影
響
の
分
析
方
法
 

調
査
項
目
 

調
 
査
 
内
 
容
 

調
 
査
 
方
 
法
 

予
 
測
 
及
 
び
 
影
 
響
 
分
 
析
 
方
 
法
 

振
 
動
 

・
振
動
レ
ベ
ル
 

（
L 1

0、
L 5

0、
L 9

0）
 

【
環
境
振
動
】
 

1.
調
査
地
点
（
図
4-
2-
3参

照
）：

事
業
計
画
地
直
近
民
家
付
近
の
3地

点
 

 
 
 
 
 
 
下
記
の
調
査
時
期
で
各
1地

点
の
調
査
と
す
る
。
 

2.
調
査
時
期
：
平
成
20
年
11
月
26
日
～
27
日
の
24
時
間
 

平
成
24
年
11
月
7日

～
8日

の
24
時
間
 

平
成
28
年
4月

25
日
～
26
日
の
24
時
間
※
1 

3.
調
査
方
法
：「

JI
S 

Z 
87
35
」
に
定
め
る
方
法
（
鉛
直
方
向
）
に
準
拠

し
、
連
続
す
る
24
時
間
に
つ
い
て
，
毎
正
時
10
分
間
の
測
定
 

 【
道
路
交
通
振
動
】（

過
年
度
調
査
結
果
を
整
理
）
 

1.
調
査
地
点
：
県
道
尾
高
淀
江
線
の
官
民
境
界
1地

点
 

2.
調
査
時
期
：
平
成
24
年
11
月
7日

～
8日

の
24
時
間
 

3.
調
査
方
法
：「

JI
S 

Z 
87
35
」
に
定
め
る
方
法
（
鉛
直
方
向
）
に
準
拠

し
、
連
続
す
る
24
時
間
に
つ
い
て
，
毎
正
時
10
分
間
の
測
定
 

 【
事
業
場
振
動
】
 

1.
調
査
地
点
（
図
4-
2-
3参

照
）
 

事
業
計
画
地
敷
地
境
界
の
5地

点
 

2.
調
査
時
期
：
平
成
20
年
11
月
26
日
～
27
日
 

平
成
28
年
4月

25
日
～
26
日
※
2 

3.
調
査
方
法
：「

JI
S 

Z 
87
35
」
に
定
め
る
方
法
（
鉛
直
方
向
）
に
準
拠

し
、
昼
間
、
夜
間
の
時
間
区
分
ご
と
に
各
4回

、
10
分
間
の
測
定
 

 

※
1 
周
辺
住
民
要
望
対
応
と
し
て
、
調
査
を
実
施
す
る
。
 

※
2 
浸
出
水
処
理
施
設
の
位
置
変
更
に
伴
い
、
調
査
を
実
施
す
る
。
 

【
予
 
測
】
 

1.
予
測
項
目
 

 
 
環
境
振
動
、
道
路
交
通
振
動
、
事
業
場
振
動
：
L 1

0 

2.
予
測
地
点
 

 
・
環

境
振

動
：
事
業
計
画
地
直
近
の
周
辺
民
家
の

3
地
点
 

 
・
道
路
交
通
振
動
：
県
道
尾
高
淀
江
線
の
官
民
境
界

1
地
点
 

・
事

業
場

振
動
：
事
業
計
画
地
敷
地
境
界
の

5
地
点
 

3.
予
測
方
法
 

施
設
及
び
埋
立
作
業
に
係
る
振
動
は
、伝

搬
理
論
式
を
用
い
て
予
測
す
る
。 

産
業
廃
棄
物
運
搬
車
両
に
係
る
振
動
は
、「
道
路
環
境
影
響
評
価
の
技
術
手

法
（
平
成

24
年
度
版
）」
（
平
成

25
年

3
月
）
を
用
い
て
予
測
す
る
。
 

4.
予
測
時
期
 

 
埋
立
作
業
機
械
及
び
施
設
の
稼
動
が
定
常
的
な
状
態
と
な
る
時
期
と
す

る
。
 

 【
影
響
分
析
方
法
】
 

 
影
響
の
回
避
・
低
減
に
係
る
分
析
及
び
生
活
環
境
の
保
全
上
の
目
標
と
の
整

合
性
に
係
る
分
析
を
行
う
。
生
活
環
境
の
保
全
上
の
目
標
と
の
整
合
性
に
つ
い

て
は
、
県
指
針
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。
 

事
業
計
画
地
周
辺
の
民
家
は
、
人
の
振
動
の
感
覚
閾
値
（
55
デ
シ
ベ
ル
）
を

参
考
と
す
る
。
ま
た
、
事
業
計
画
地
及
び
県
道
尾
高
淀
江
線
沿
道
は
都
市
計
画

区
域
の
無
指
定
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
敷
地
境
界
に
係
る
規
制
基
準
及
び
道

路
交
通
振
動
に
係
る
要
請
限
度
の
指
定
は
受
け
な
い
が
、
土
地
利
用
状
況
を
勘

案
し
て
、
道
路
沿
道
は
第
2種

区
域
の
要
請
限
度
を
、
敷
地
境
界
に
つ
い
て
は
特

定
工
場
等
に
お
い
て
発
生
す
る
振
動
の
規
制
基
準
の
第
2種

区
域
の
規
制
基
準

を
参
考
と
す
る
。
 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
環
境
保
全
目
標
は
、
「
大
部
分
の
地
域
住
民
の
日
常

生
活
に
お
い
て
支
障
が
な
い
こ
と
」
と
し
て
、
予
測
結
果
と
対
比
し
分
析
す
る
。 
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表
4-
2-
1(
2)
 
調
査
、
予
測
及
び
影
響
の
分
析
方
法
（
更
新
版
の
作
成
に
際
し
て
再
調
査
し
た
項
目
）（

追
）
 

調
査
項
目
 

調
 
査
 
内
 
容
 

調
 
査
 
方
 
法
 

予
 
測
 
及
 
び
 
影
 
響
 
分
 
析
 
方
 
法
 

騒
 
音
 

 
騒
音
に
関
し
て
旧
版
報
告
書
か
ら
再
調
査
し
た
項
目
は
な
い
。
 

（
た
だ
し
令
和
４
年
の
交
通
量
調
査
の
結
果
を
用
い
て
予
測
計
算
を
行
っ
た
。）

 

【
予
 
測
】
 

1.
予
測
手
法
 

産
業
廃
棄
物
運
搬
車
両
の
騒
音
の
予
測
は
、
日
本
音
響
学
会
提
案

予
測
式
（
道
路
交
通
騒
音
の
予
測
モ
デ
ル
“
AS
J 
RT
N 
Mo
de
l 
20
18
”）

を
用
い
て
予
測
す
る
。
な
お
、
平
成

24
年
時
か
ら
令
和

4
年
時
ま
で

の
事
業
計
画
地
周
辺
の
交
通
量
の
変
化
を
考
慮
し
て
予
測
を
行
う
。
 

埋
立
作
業
及
び
施
設
稼
動
に
係
る
騒
音
の
予
測
は
、
旧
版
報
告
書

と
同
様
と
す
る
。
 

 

【
影
響
分
析
方
法
】
 

旧
版
報
告
書
と
同
様
 

振
 
動
 

 
振
動
に
関
し
て
旧
版
報
告
書
か
ら
再
調
査
し
た
項
目
は
な
い
。
 

（
た
だ
し
令
和
４
年
の
交
通
量
調
査
の
結
果
を
用
い
て
予
測
計
算
を
行
っ
た
。）

 

旧
版
報
告
書
と
同
様
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図4-2-2 騒音調査地点 

 

N 

0              500m 

塩川 

St.Ｂ 

St.1 

St.2 

St.3 

St.4 

St.5 

St.イ 

St.Ａ 

凡例 

   産業廃棄物最終処分場(事業計画地) 

一般廃棄物最終処分場(既存処分場) 

調査地点 

     5  事業計画地敷地境界 

       事業計画地に近い民家付近 

       道路沿道 

～ St.1 St.5 

St.Ｃ St.Ａ 

St.イ 

 

St.Ｃ 

～ 
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図4-2-3 振動調査地点 

 

N 

0              500m 

塩川 

St.Ｂ 

St.1 

St.2 

St.3 

St.4 

St.5 

St.イ 

St.Ａ 

凡例 

   産業廃棄物最終処分場(事業計画地) 

一般廃棄物最終処分場(既存処分場) 

調査地点 

     5  事業計画地敷地境界 

       事業計画地に近い民家付近 

       道路沿道 

～ St.1 St.5 

St.Ｃ St.Ａ 

St.イ 

 

St.Ｃ 

～ 
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表
6
-
1
-
1
（
2
）
 

環
境
影
響
の
総
合
的
な
評
価

 

項
 
目

 
現
 

況
 

予
 
測
 
結
 
果
 

影
 
響
 
の
 
分
 
析
 

影
響
の
回
避
・
低
減
に
係
る
分
析
 

生
活
環
境
の
保
全
上
の

目
標

と
の
 

整
合
性
に

係
る

分
析
 

騒
 

 

音
 

（
1
）
環
境
騒
音
 

民
家
付
近
に
お
け
る
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
（
L
A
e
q
）
は
、
S
t
.
A

で
は
昼
間

4
5
デ
シ
ベ
ル
、
夜
間

3
3
デ
シ
ベ
ル
、
S
t
.
B
で
は

昼
間

5
0
デ
シ
ベ
ル
、
夜
間

4
4
デ
シ
ベ
ル
、
S
t.
C
で
は
昼
間

4
9
デ
シ
ベ
ル
、
夜
間

44
デ
シ
ベ
ル
で
あ
っ
た
。
 

周
辺
の
土
地
利
用
状
況
を
考
慮
し
て
、
環
境
基
準
の
「
道
路

に
面
し
な
い
地
域
」
の

B
地
域
の
基
準
値
（
昼
間
：
5
5
デ
シ

ベ
ル
以
下
,
 夜

間
：
4
5
デ
シ
ベ
ル
以
下
）
を
参
考
と
す
る
と
、

基
準
値
を
満
足
し
て
い
る
。
 

 

（
2
）
道
路
交
通
騒
音
 

道
路
境
界
に
お
け
る
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
（
L
A
eq
）
は
、
昼
間

6
0
デ
シ
ベ
ル
、
夜
間

49
デ
シ
ベ
ル
で
あ
っ
た
。
 

道
路
の
状
況
及
び
周
辺
民
家
等
の

状
況
を
考
慮
し
て
、「

道

路
に
面
す
る
地
域
」
の

B
地
域
の
環
境
基
準
（
昼
間
：
6
5
デ

シ
ベ
ル
以
下
、
夜
間

6
0
デ
シ
ベ
ル
以

下
）
を
参
考
と
す
る
と
、

基
準
値
を
満
足
し
て
い
る
。
 

 （
3
）
事
業
場
騒
音
 

敷
地
境
界
に
お
け
る
騒
音
レ
ベ
ル
の

9
0
％
レ
ン
ジ
の
上
端

値
（
L
A5
）
は
、
St
.
1
で

3
6
～
4
3
デ

シ
ベ
ル
、
S
t
.
2
で

4
5～

5
0
デ
シ
ベ
ル
、
St
.
3
で

4
4
～
5
3
デ
シ
ベ
ル
、
S
t
.
4
で

4
1～

5
4
デ
シ
ベ
ル
、
S
t
.
5
で

4
3
～
5
4
デ

シ
ベ
ル
で
あ
っ
た
。
 

騒
音
規
制
法
の
第

3
種
区
域
の
規
制
基
準
（
朝
、
昼
間
、
夕
：

6
5
デ

シ
ベ
ル
以
下
、
夜
間
：
5
0
デ
シ

ベ
ル
以
下
）
を
参
考
と

す
る
と
、
基
準
値
を
満
足
し
て
い
る

。
 

ま
た
、
事
業
計
画
地
の
周
辺
地
域
は
、
鳥
取
県
公
害
防
止
条

例
の
深
夜
騒
音
の
規
制
に
よ
り
、
事
業
活
動
に
伴
う
夜
間
の
騒

音
に

つ
い

て
4
5
デ

シ
ベ

ル
の

規
制

基
準

が
定

め
ら

れ
て
お

り
、
S
t
.
5
の
夜
間
②
の
時
間
で
は

4
7
デ
シ
ベ
ル
と
規
制
基
準

を
上
回
る
時
間
が
確
認
さ
れ
た
が
、
主

音
源
は
周
辺
道
路
の
自

動
車
騒
音
で
あ
る
た
め
規
制
対
象
の

事
業
活
動
で
は
な
い
。
 

な
お
、
そ
の
他
の
地
点
は
、
4
1
～

45
デ
シ
ベ
ル
で
あ
り
規

制
基
準
を
満
足
し
て
い
る
。
 

（
1
）
埋
立
作
業
及
び
浸
出
水
処
理
施

設
の
稼
働
 

1
）
民
家
に
お
け
る
予
測
結
果
 

予
測
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
り
、
環
境
基
準
の
「
道
路
に
面
し
な
い
地

域
」
の

B
地
域
の
基
準
値
（
昼
間
：
5
5
デ
シ
ベ
ル
以
下
,
 
夜
間
：
4
5
デ
シ
ベ
ル

以
下
）
を
満
足
し
て
い
る
。
 

■
周
辺
民
家
に
お
け
る
騒
音
レ
ベ
ル

の
予
測

結
果

 
（
単
位
：
デ
シ
ベ
ル
）
 

予
測
地
点
 

現
 
況
 

予
測
結
果
 

昼
間
 

夜
間
 

昼
間
 

夜
間
 

周
辺
民
家
 

S
t
.
A 

4
5 

3
3 

4
7 

3
3 

S
t
.
B 

5
0 

4
4 

5
1 

4
4 

S
t
.
C 

4
9 

4
4 

5
0 

4
4 

基
準
値
※
 

5
5 

4
5 

5
5 

4
5 

※
環
境
基
本
法
に
基
づ
く
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
(
道
路
に
面
し
な
い
地
域
の
主
と
し
て
住
居
の

用
に
供
さ
れ
る
地
域
)を

準
用
。
 

2
）
敷
地
境
界
に
お
け
る
予
測
結
果
 

予
測
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で

あ
り
、
鳥
取
県
公
害
防
止
条
例
の
深
夜
騒
音
の

規
制
基
準
及
び
騒
音
規
制
法
に
基
づ
く
第

3
種
区
域
の
規
制
基
準
（
朝
、
昼
間
、

夕
：
6
5
デ
シ
ベ
ル
以
下
、
夜
間
：
5
0
デ
シ
ベ
ル
以
下
）
を
全
て
の
時
間
区
分
で
満

足
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
浸
出
水
処
理
施
設
の
稼
動
及
び
埋
立
作
業
に
伴

う
騒
音
に

よ
り
、

大
部

分
の
地

域
住
民

の
日
常

生
活
に

支
障
を

及
ぼ
す

こ
と
は

な

い
も
の
と
考
え
る
。
 

※
改
 
■
敷
地
境
界
に
お
け
る
騒
音

レ
ベ
ル

の
予
測

結
果

（
単
位
：
デ
シ
ベ
ル
）
 

予
測
地
点
 

予
測
結
果
 

朝
 

昼
間
 

夕
 

夜
間
 

敷
地
境
界
 

S
t
.
1 

1
3 

6
3 

1
3 

1
3 

S
t
.
2 

1
2 

6
4 

1
2 

1
2 

S
t
.
3 

1
9 

4
9 

1
9 

1
9 

S
t
.
4 

3
0 

5
4 

3
0 

3
0 

S
t
.
5 

2
9 

5
1 

2
9 

2
9 

基
準
値
※
 

(
6
5
) 

(
6
5
) 

(
6
5
) 

(
5
0
)《

4
5》

 

※
(
 
 )
内
の
数
値
は
騒
音
規
制
法
に
基
づ
く
規
制
基
準
(
住
居
や
工
場
が
あ
る
地
域
)
を
準
用
。
 

《
 
》
内
の
数
値
は
鳥
取
県
公
害
防
止
条
例
に
基
づ
く
深
夜
騒
音
の
規
制
基
準
。
 

（
2
）
廃
棄
物
運
搬
車
両
の
走
行
 

現
地
調

査
の
騒

音
レ
ベ

ル
に

産
業
廃

棄
物
運

搬
車

両
の
発

生
交

通
量

に
伴
う

騒

音
レ
ベ
ル
を
合
成
し
た
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
は
、
6
0
デ
シ
ベ
ル
で
あ
り
、
現
況
に
対

す
る
騒
音
の
増
加
レ
ベ
ル
は

0
デ
シ
ベ
ル
で
、
現
況
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
も

の
と
予
測
さ
れ
た
。
予
測
結
果
は
、
環
境
基
準
の
「
道
路
に
面
す
る
地
域
」
の

B
地

域
の
基
準
値
（
昼
間
：
65

デ
シ
ベ
ル
以
下
）
を
満
足
し
て
い
る
。
 

※
追
 
予
測
の
更
新
を
行
っ
た
結
果
、
合
成
騒
音
レ
ベ
ル
は

61
デ
シ
ベ
ル
で
あ
り
、

現
況
値
に
対
し
て

1
デ
シ
ベ
ル

増
加
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
増
加
分
の
ほ
と

ん
ど
が

一
般
交

通
量

の
増
加

に
伴

う
寄
与

で
あ

り
、
産

業
廃
棄

物
運

搬
車

両

の
発
生
交
通
量
に
伴
う
寄
与
は

0
デ
シ
ベ
ル
で
あ
っ
た
。
 

以
下
の
環
境
保
全
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、

環
境

に
及

ぼ
す

影
響

を
最

小
限

に
と

ど
め

る
も

の

と
す
る
。
 

（
1
）
埋
立
作
業
 

・
埋
立
作
業
に
係
る
重
機
、
浸
出
水
処
理
施
設
は
定

期
的
な
点
検
を
実
施
し
、
異
常
騒
音
の
発
見
に
努

め
る
と
と
も
に
騒
音
の
発
生
を
抑
制
す
る
。
 

・
浸

出
水

処
理

施
設

の
建

屋
内

部
の

壁
に

吸
音

材

を
装
着
す
る
。
 

・
埋
立
作
業
の
重
機
は
、
低
騒
音
型
を
用
い
る
。
 

・
荷
降
ろ
し
に
つ
い
て
は
、
搬
入
さ
れ
る
産
業
廃
棄

物
の
状
態
等
に
よ
り
、
必
要
に
応
じ
て
手
降
ろ
し

で
行
い
、
騒
音
の
発
生
を
抑
制
す
る
。
 

・
事

業
計

画
地

周
辺

の
民

家
及

び
事

業
所

に
配

慮

す
る
た
め
、
敷
地
境
界
の
一
部
に
防
音
壁
を
設
置

す
る
。
 

※
追
 

埋
立
進
度
に
よ
り
、
重
機
稼
働
位
置
が
遮
音

壁
の
高
さ
を
超
え
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て

重
機

周
辺

を
防

音
シ

ー
ト

で
囲

む
等

の
対

策
を

講
じ
る
こ
と
で
局
所
的
な
騒
音
の
低
減
を
図
る
。
 

・
供

用
開

始
後

及
び

影
響

が
最

大
と

な
る

と
想

定

さ
れ
る
時
期
に
、
事
業
計
画
地
敷
地
境
界
及
び
周

辺
地
域
で
騒
音
測
定
を
実
施
し
、
情
報
を
公
開
す

る
。
 

 （
2
）
廃
棄
物
運
搬
車
両
の
走
行
 

・
廃
棄
物
運
搬
車
両
は
、
場
内
で
の
走
行
は
徐
行
を

行
う
よ
う
指
導
す
る
 

・
廃
棄
物
運
搬
車
両
は
、
定
期
的
な
整
備
・
点
検
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

常
に

良
好

な
状

態
で

使
用

し
、
環
境
へ
の
負
荷
を
低
減
さ
せ
る
よ
う
要
請
す

る
。
 

・
廃
棄
物
運
搬
車
両
の
走
行
に
際
し
て
は
、
制
限
速

度
の
遵
守
等
、
運
転
者
に
適
正
走
行
の
周
知
徹
底

を
図
る
よ
う
要
請
し
、
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
を
最

小
限
に
と
ど
め
る
。
 

（
1
）
埋
立
作
業
及
び
浸
出

水
処

理
施

設
の

稼
働
 

1
）
環
境
保
全
目
標
 

・
事
業
計
画
地

周
辺
の
民
家

つ
い

て
、

騒
音

に
係

る
環
境
基
準
の
「
道
路
に

面
し

な
い

地
域
」
の

B

地
域
の
基
準
を
満
足
す
る

こ
と

。
 

・
事
業
計
画
地

敷
地
境
界
に

つ
い

て
、

鳥
取

県
公

害
防

止
条
例
の

深
夜
騒
音

の
規

制
基

準
値

並
び

に
騒
音
規
制
法
の
第

3
種

区
域

の
規

制
基

準
を

満
足
す
る
こ
と
。
 

・
ま
た
、
大
部

分
の
地
域
住

民
の

日
常

生
活

に
お

い
て
支
障
が
な
い
こ
と
。
 

 

2
）
分
析
結
果
 

浸
出

水
処
理
施

設
及
び
埋

立
作

業
重

機
の

稼
動

に
よ
る
等
価
騒

音
レ
ベ
ル
は

、
環

境
保

全
目

標
を

満
足
し
、
大
部

分
の
地
域
住

民
の

日
常

生
活

に
お

い
て
騒
音
に
よ

る
支
障
は
な

い
も

の
と

考
え

ら
れ

る
こ
と
か
ら
、

生
活
環
境
の

保
全

上
の

目
標

と
の

整
合
性
は
図
ら
れ
て
い
る
も

の
と
評

価
す

る
。
 

 

（
2
）
廃
棄
物
運
搬
車
両
の

走
行
 

1
）
環
境
保
全
目
標
 

・
騒
音
に
係
る

環
境
基
準
の

「
道

路
に

面
す

る
地

域
」
の

B
地
域
の
基
準
値

を
満

足
す

る
こ

と
。
 

・
ま
た
、
大
部

分
の
地
域
住

民
の

日
常

生
活

に
お

い
て
支
障
が
な
い
こ
と
。
 

 

2
）
分
析
結
果
 

廃
棄

物
運
搬
車

両
の
走
行

に
伴

う
自

動
車

騒
音

は
、
騒
音
に
係

る
環
境
基
準

の
「

道
路

に
面

す
る

地
域
」
の

B
地
域
の
基
準
値
（

昼
間
：

65
デ

シ
ベ

ル
以
下
）
を
満

足
す
る
。
ま

た
、

現
況

値
に

対
し

て
、
騒
音
レ
ベ
ル
の
増
加
は

ほ
と
ん

ど
な

い
。
 

こ
の

こ
と
か
ら

、
大
部
分

の
地

域
住

民
の

日
常

生
活
に
お
い
て

騒
音
に
よ
る

支
障

は
な

い
も

の
と

考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
生

活
環

境
の

保
全

上
の

目
標
と
の
整
合

性
は
図
ら
れ

て
い

る
も

の
と

評
価

す
る
。
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表
6
-
1
-
1
（
3
）
 

環
境
影
響
の
総
合
的
な
評
価

 

項
 
目

 
現
 

況
 

予
 
測
 
結
 
果
 

影
響
の
分
析
 

影
響
の
回
避
・
低
減
に
係
る
分
析
 

生
活
環
境
の
保
全
上
の

目
標

と
の
 

整
合
性
に

係
る

分
析
 

振
 

 

動
 

（
1
）
環
境
振
動
 

振
動
レ
ベ
ル
の

8
0
%
レ
ン
ジ
上
端
値
（
L
1
0
）
は
、
S
t.
A
、
S
t
.
B

及
び

S
t
.
C
の
全
て
の
測
定
時
間
で

3
0
デ
シ
ベ
ル
未
満
で
あ

り
、
人
の
振
動
感
覚
閾
値
と
さ
れ
る
「
5
5
デ
シ
ベ
ル
」
を
下
回

っ
て
い
る
。
 

 

（
2
）
道
路
交
通
振
動
 

振
動
レ
ベ
ル
の

8
0
%
レ
ン
ジ
上
端
値
（
L 1

0）
は
、
3
0
デ
シ
ベ

ル
未
満
～
4
3
デ
シ
ベ
ル
で
あ
っ
た
。
 

土
地
利
用
状
況
等
か
ら
振
動
規
制

法
の
第

2
種
区
域
の
要

請
限
度
（
昼
間

7
0
デ
シ
ベ
ル
,
 
夜
間

6
5
デ
シ
ベ
ル
）
を
参
考

と
す
る
と
、
要
請
限
度
を
満
足
し
て

い
る
。
 

 （
3
）
事
業
場
振
動
 

振
動
レ
ベ
ル
の

8
0
%
レ
ン
ジ
上
端
値
（
L 1

0）
は
、
3
0
デ
シ
ベ

ル
未
満
～
3
5
デ
シ
ベ
ル
で
あ
っ
た
。
 

土
地
利
用
状
況
等
か
ら
振
動
規
制

法
の
第

2
種
区
域
の
規

制
基
準
（
昼
間

6
5
デ
シ
ベ
ル
以
下

、
夜
間

6
0
デ
シ
ベ
ル
以

下
）
を
参
考
と
す
る
と
、
規
制
基
準

を
満
足
し
て
い
る
。
 

（
1
）
埋
立
作
業
及
び
浸
出
水
処
理
施

設
の
稼
働
 

1
）
民
家
に
お
け
る
予
測
結
果
 

予
測
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
り
、
人
の
振
動
感
覚
閾
値
（
5
5
デ
シ
ベ
ル
）

を
下
回
る
。
 

※
改
 
■
周
辺
民
家
に
お
け
る
振
動
レ

ベ
ル

の
予
測

結
果

 
（
単
位
：
デ
シ
ベ
ル
）
 

予
測
地
点
 

現
 
況
 

予
測
結
果
 

昼
間
 

夜
間
 

昼
間
 

夜
間
 

周
辺
民
家
 

S
t
.
A 

3
0
未

満
 

3
0
未
満
 

3
9 

3
0 

S
t
.
B 

3
0
未

満
 

3
0
未
満
 

3
2 

3
0 

S
t
.
C 

3
0
未

満
 

3
0
未
満
 

3
1 

3
0 

基
準
値
※
 

5
5 

5
5 

5
5 

5
5 

※
人
が
振
動
を
感
じ
始
め
る
感
覚
閾
値
を
準
用
。
 

 

2
）
敷
地
境
界
に
お
け
る
予
測
結
果
 

予
測
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
り
、
振
動
規
制
法
の
第

2
種
区
域
の
規
制

基
準
（
昼
間
:
6
5
デ
シ
ベ
ル
以
下
、
夜
間
:
6
0
デ
シ
ベ
ル
以
下
）
を
満
足
し
て
い
る
。
 

以
上
の

こ
と
か

ら
、
浸

出
水

処
理
施

設
の
稼

動
及

び
埋
立

作
業

に
伴

う
振
動

に

よ
り
、
大

部
分
の

地
域

住
民
の

日
常
生

活
に
支

障
を
及

ぼ
す
こ

と
は
な

い
も
の

と

考
え
る
。
 

※
改
 
■
敷
地
境
界
に
お
け
る
振
動
レ

ベ
ル

の
予
測

結
果

（
単
位
：
デ
シ
ベ
ル
）
 

予
測
地
点
 

予
測
結
果
 

昼
間
 

夜
間
 

敷
地
境
界
 

S
t
.
1 

5
3
 

2
0
 

S
t
.
2 

5
5
 

1
5
 

S
t
.
3 

1
0
 

9
 

S
t
.
4 

4
5
 

3
0
 

S
t
.
5 

4
6
 

4
6
 

基
準
値
※
 

6
5 

6
0 

※
振
動
規
制
法
に
基
づ
く
規
制
基
準
(住

居
や
工
場
が
あ
る
地
域
)
を
準
用
。
 

 

（
2
）
廃
棄
物
運
搬
車
両
の
走
行
 

現
地
調

査
の
振

動
レ
ベ

ル
に

廃
棄
物

運
搬
車

両
の

発
生
交

通
量

に
伴

う
振
動

レ

ベ
ル
を
合
成
し
た
振
動
レ
ベ
ル
は
、
3
0
～
4
3
デ
シ
ベ
ル
で
あ
り
、
現
況
に
対
す
る

振
動
の
増
加
レ
ベ
ル
は

1
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
、
現
況
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
も

の
と
予
測
さ
れ
た
。
予
測
結
果
は
、
振
動
規
制
法
の
第

2
種
区
域
の
要
請
限
度
（
昼

間
：
7
0
デ
シ
ベ
ル
、
 夜

間
：
6
5
デ
シ
ベ
ル
）
を
満
足
し
て
い
る
と
と
も
に
、
人
の

振
動
感
覚
閾
値
（
5
5
デ
シ
ベ
ル
）
も
下
回
っ
て
い
る
。
 

※
追
 
予
測
の
更
新
を
行
っ
た
結
果
、
合
成
振
動
レ
ベ
ル
は

3
2
～
4
6
デ
シ
ベ
ル
で

あ
り
、
現
況
値
に
対
し
て

0
～

5
デ
シ
ベ
ル
増
加
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
増
加

分
の
ほ

と
ん
ど

が
一

般
交
通

量
の

増
加
に

伴
う

寄
与
で

あ
り
、

産
業

廃
棄

物

運
搬
車
両
の
発
生
交
通
量
に
伴
う
寄
与
は

1
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
っ
た
。
 

以
下
の
環
境
保
全
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、

環
境

に
及

ぼ
す

影
響

を
最

小
限

に
と

ど
め

る
も

の

と
す
る
。
 

（
1
）
埋
立
作
業
 

・
埋
立
作
業
に
係
る
重
機
、
浸
出
水
処
理
施
設
は
定

期
的
な
点
検
を
実
施
し
、
異
常
振
動
の
発
見
に
努

め
る
と
と
も
に
振
動
の
発
生
を
抑
制
す
る
。
 

・
浸
出
水
処
理
施
設
の
設
備
機
器
に
つ
い
て
は
、
必

要
に
応
じ
て
防
振
装
置
を
装
着
す
る
。
 

・
供

用
開

始
後

及
び

影
響

が
最

大
と

な
る

と
想

定

さ
れ
る
時
期
に
、
事
業
計
画
地
敷
地
境
界
及
び
周

辺
地
域
で
振
動
測
定
を
実
施
し
、
情
報
を
公
開
す

る
。
 

 （
2
）
廃
棄
物
運
搬
車
両
の
走
行
 

・
廃
棄
物
運
搬
車
両
は
、
場
内
で
の
走
行
は
徐
行
を

行
う
よ
う
指
導
す
る
。
 

・
廃
棄
物
運
搬
車
両
は
、
定
期
的
な
整
備
・
点
検
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

常
に

良
好

な
状

態
で

使
用

し
、
環
境
へ
の
負
荷
を
低
減
さ
せ
る
よ
う
要
請
す

る
。
 

・
廃
棄
物
運
搬
車
両
の
走
行
に
際
し
て
は
、
制
限
速

度
の
遵
守
等
、
運
転
者
に
適
正
走
行
の
周
知
徹
底

を
図
る
よ
う
要
請
し
、
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
を
最

小
限
に
と
ど
め
る
。
 

（
1
）
埋
立
作
業
及
び
浸
出

水
処

理
施

設
の

稼
働
 

1
）
環
境
保
全
目
標
 

・
事
業
計
画
地

周
辺
の
民
家

に
つ

い
て

、
人

の
振

動
感

覚
閾
値
を

勘
案
し
て

、
大

部
分

の
地

域
住

民
の
日
常
生
活
に
お
い
て

支
障

が
な

い
こ

と
。
 

・
事
業
計
画
地

の
敷
地
境
界

に
つ

い
て

、
振

動
規

制
法
の
第

2
種
区
域
の

規
制
基

準
を

満
足

す
る

こ
と
。
 

2
）
分
析
結
果
 

浸
出

水
処
理
施

設
及
び
埋

立
作

業
重

機
の

稼
動

に
よ
る
振
動
レ

ベ
ル
は
、
環

境
保

全
目

標
を

満
足

し
、
大
部
分
の

地
域
住
民
の

日
常

生
活

に
お

い
て

振
動
に
よ
る
支

障
は
な
い
も

の
と

考
え

ら
れ

る
こ

と
か
ら
、
生
活

環
境
の
保
全

上
の

目
標

と
の

整
合

性
は
図
ら
れ
て
い
る
も
の
と

評
価
す

る
。
 

 

（
2
）
廃
棄
物
運
搬
車
両
の

走
行
 

1
）
環
境
保
全
目
標
 

・
道
路
交
通
振
動
の
第

2
種
区

域
の

要
請

限
度

を

満
足
す
る
こ
と
。
 

・
ま
た
、
大
部

分
の
地
域
住

民
の

日
常

生
活

に
お

い
て
支
障
が
な
い
こ
と
。
 

2
）
分
析
結
果
 

廃
棄

物
運
搬
車

両
の
走
行

に
伴

う
振

動
は

、
道

路
交
通
振
動
の
第

2
種
区

域
の

要
請

限
度
（

昼
間
：

7
0
デ
シ
ベ
ル
）
を
満
足
し

、
振

動
の

増
加

レ
ベ

ル

は
1
デ
シ
ベ
ル
以
下
と
予

測
さ

れ
た

。
 

こ
の

こ
と
か
ら

、
大
部
分

の
地

域
住

民
の

日
常

生
活
に
お
い
て

支
障
は
な
い

と
考

え
ら

れ
る

こ
と

か
ら
、
生
活
環

境
の
保
全
上

の
目

標
と

の
整

合
性

は
図
ら
れ
て
い
る
も
の
と
評

価
す
る

。
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表
4-
2-
1(
4)
 
調
査
、
予
測
及
び
影
響
の
分
析
方
法
 

調
査
項
目
 

調
 
査
 
内
 
容
 

調
 
査
 
方
 
法
 

予
 
測
 
及
 
び
 
影
 
響
 
分
 
析
 
方
 
法
 

悪
 
臭
 

◇
大
気
中
 

・
特
定
悪
臭
物
質
（
22
物
質
）

・
臭
気
指
数
 

◇
水
 
中
 

・
特
定
悪
臭
物
質
（
4
物
質
） 

【
大
気
中
】（

過
年
度
調
査
結
果
を
整
理
）
 

1.
調
査
地
点
（
図
4-
2-
4参

照
）
 

事
業
計
画
地
敷
地
境
界
の
風
上
と
風
下
及
び
直
近
民
家
付
近
 

2.
調
査
方
法
 

・
特
定
悪
臭
物
質
 

「
特
定
悪
臭
物
質
の
測
定
の
方
法
」（

昭
和
47
年
環
境
庁
告
示
第

9号
）
に
準
拠
 

・
臭
気
指
数
 

「
臭
気
指
数
及
び
臭
気
排
出
強
度
の
算
定
の
方
法
」（
平
成
7年

環

境
庁
告
示
第
63
号
）
に
準
拠
 

3.
調
査
時
期
 

 
・
平
成
24
年
6月

11
日
 

 
 
・
平
成
24
年
8月

22
日
 

 【
水
 
中
】（

過
年
度
調
査
結
果
を
整
理
）
 

1.
調
査
地
点
（
図
4-
2-
4参

照
）
 

 
 
河
川
水
質
調
査
の
St
.１

地
点
 

2.
調
査
方
法
 

・
特
定
悪
臭
物
質
 

「
特
定
悪
臭
物
質
の
測
定
の
方
法
」（

昭
和
47
年
環
境
庁
告
示
第

9号
）
に
準
拠
 

3.
調
査
時
期
 

・
平
成
24
年
6月

12
日
 

・
平
成
24
年
8月

22
日
 

【
予
 
測
】
 

1.
予
測
項
目
 

・
大
気
中
：
特
定
悪
臭
物
質
、
臭
気
指
数

 

・
水
 
中
：
特
定
悪
臭
物
質
 

2.
予
測
地
点
 

・
大
気
中
：
事
業
計
画
地
の
敷
地
境
界

 

・
水
 
中
：
下
流
農
業
用
水
路
 

3.
予
測
方
法
 

環
境
保
全
措
置
、
現
況
調
査
結
果
及
び
類
似
事
例
を
考
慮
し
て
、
定
性

的
に
予
測
す
る
。
 

4.
予
測
時
期
 

埋
立
処
分
場
の
供
用
が
定
常
的
な
状
態
と
な
る
時
期
と
す
る
。
 

 【
影
響
分
析
方
法
】
 

影
響
の
回
避
・
低
減
に
係
る
分
析
及
び
生
活
環
境
の
保
全
上
の
目
標
と

の
整
合
性
に
係
る
分
析
を
行
う
。
 

生
活
環
境
の
保
全
上
の
目
標
と
の
整
合
性
は
、
県
指
針
に
基
づ
く
も
の

と
し
、
事
業
計
画
地
周
辺
地
域
が

C
地
域
の
指
定
を
受
け
て
い
る
こ
と

か
ら
、「

規
制
基
準
を
満
足
す
る
こ
と
。
ま
た
、
大
部
分
の
地
域
住
民
の

日
常
生
活
に
お
い
て
支
障
が
な
い
こ
と
」
を
環
境
保
全
目
標
と
し
て
、
予

測
結
果
と
対
比
し
分
析
す
る
。
 

 

 

4
 ー

 1
0

【 230 】



 

 

表
4-
2-
1(
3)
 
調
査
、
予
測
及
び
影
響
の
分
析
方
法
（
更
新
版
の
作
成
に
際
し
て
再
調
査
し
た
項
目
）（

追
）
 

調
査
項
目
 

調
 
査
 
内
 
容
 

調
 
査
 
方
 
法
 

予
 
測
 
及
 
び
 
影
 
響
 
分
 
析
 
方
 
法
 

悪
 
臭
 

◇
大
気
中
 

・
特
定
悪
臭
物
質（

22
物
質
） 

・
臭
気
指
数
 

◇
水
 
中
 

・
特
定
悪
臭
物
質
（
4
物
質
） 

【
大
気
中
】
 

1.
調
査
地
点
（
図

4-
2-
4
参
照
）
 

事
業
計
画
地
内

1
地
点
（
St
.B
）
 

2.
調
査
方
法
 

・
特
定
悪
臭
物
質
 

「
特
定
悪
臭
物
質
の
測
定
の
方
法
」（

昭
和
47
年
環
境
庁
告
示
第
9号

）
に

準
拠
 

・
臭
気
指
数
 

「
臭
気
指
数
及
び
臭
気
排
出
強
度
の
算
定
の
方
法
」（

平
成

7
年
環
境
庁
告

示
第

63
号
）
に
準
拠
 

3.
調
査
時
期
 

・
令
和

3
年

9
月

27
日
 

 

【
水
 
中
】
 

1.
調
査
地
点
（
図

4-
2-
4
参
照
）
 

河
川
水
質
調
査
の

St
.1

地
点
 

2.
調
査
方
法
 

・
特
定
悪
臭
物
質
 

「
特
定
悪
臭
物
質
の
測
定
の
方
法
」（

昭
和

47
年
環
境
庁
告
示
第

9
号
）

に
準
拠
 

3.
調
査
時
期
 

・
令
和
元
年

8
月

26
日
 

・
令
和

2
年

6
月

17
日
、
8
月

12
日
 

・
令
和

3
年

6
月

10
日
、
8
月

26
日
 

・
令
和

4
年

6
月

9
日
、
8
月

29
日
 

旧
版
報
告
書
と
同
様
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図4-2-4 悪臭調査地点（改） 

 

N 

塩川 

0              500m 

凡例 

   産業廃棄物最終処分場(事業計画地) 

一般廃棄物最終処分場(既存処分場) 

 

大気中悪臭調査地点 

・事業計画地敷地境界の風上及び風下 

   平成 24年 6月 11日測定地点 

   平成 24年 8月 22日測定地点 

   事業計画地直近民家付近 

   令和 3年 9月 27日測定地点 

（事業計画地中央付近） 
 

河川水中悪臭調査地点 

St.Ａ 

St.Ｂ 

風下 

風上 

St.Ａ 
風上 

風下 

St.Ｂ 
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表
6
-
1
-
1
（
4
）
 

環
境
影
響
の
総
合
的
な
評
価

 

項
 
目

 
現
 

況
 

予
 
測

 
結
 
果
 

影
響
の
分
析
 

影
響
の
回
避
・
低
減
に
係
る
分
析
 

生
活
環
境
の
保
全
上
の

目
標

と
の
 

整
合
性
に

係
る

分
析
 

悪
 

 

臭
 

（
1
）
大
気
中
の
悪
臭
 

事
業

計
画

地
周

辺
は

悪
臭

防
止

法
に

基
づ

き
Ｃ

区
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
全
項
目
と
も
敷
地
境
界

に
お
け
る
規
制
基
準
を
満
足
す
る
。
 

 
ま
た
、
臭
気
指
数
は

1
0
未
満
で
あ
っ
た
。
 

※
追
 
令
和

3
年
に
実
施
し
た
大
気
中
の
悪
臭
調

査
の
結
果
、
特
定
悪
臭
物
質
は
全

項
目
と
も
敷

地
境
界
に
お
け
る
規
制
基
準
を
満
足
す
る
。
 

 
ま
た
、
臭
気
指
数
は

1
0
未
満

で
あ
っ
た
。
 

 

（
2
）
河
川
水
中
の
悪
臭
 

悪
臭

物
質

濃
度

は
い

ず
れ

も
定

量
下

限
値

未
満

で
あ
り
、
規
制
基
準
を
満
足
す
る
。
 

※
追

 
令

和
元

年
～

4
年

に
実

施
し

た
河

川
水

中

の
悪
臭
調
査
の
結
果
、
悪
臭
物
質

濃
度
は
い
ず

れ
も
定
量
下
限
値
未
満
で
あ
り
、
規
制
基
準
を

満
足
す
る
。
 

   

（
1
）
廃
棄
物
の
搬
入
に
よ
る
悪
臭
の
影
響
 

廃
棄
物
の
搬
入
に
お
い
て
は
、
事
前
審
査
段
階
、
受
入
段
階
等
に
お
い
て
検
査
を
行
う
計
画

で
あ
る
。
 

ま
ず
、
排
出
事
業
者
か
ら
新
規
に
搬
入
の
申
し
込
み
が
あ
っ
た
場
合
、
職
員
が
事
業
場
に
赴

き
、
廃
棄
物
の
種

類
や
臭
い
の

状
況
等
を
確

認
し
た
う
え

で
申
し
込
み
を
受
理

す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。
 

ま
た
、
実
際
の
搬
入
時
に
お
い
て
は
、
受
付
段

階
の
検
査
に
よ
り
悪
臭
が
発
生
し
て
い
る
場

合
は
、
受
入
せ
ず
に
排
出
事
業
者
に
返
却
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。
 

な
お
、
事
業
計

画
地
に
搬
入

す
る
産
業
廃

棄
物
は
隣

接
の
一

般
廃
棄
物
最
終

処
分
場
と
同

様
に
焼
却
残
渣
等
が
主
で
あ
る
。
そ
の
他
汚
泥
も
搬
入
す
る
が
、
含
水
率
の
基
準
を
設
け
、
腐

敗
し
に
く
い
状
態
で
搬
入
さ
せ
る
。
ま
た
、
埋
立
に
際
し
て
は
、
覆
土
等
の
対
応
を
適
宜
実
施

し
悪
臭
の
発
生
を
防
止
す
る
。
 

こ
こ
で
、
隣
接

一
般
廃
棄
物

最
終
処
分
場

に
お
い
て

も
焼
却

残
渣
等
を
主
に

処
分
し
て
い

る
が
、
今
回
実
施
し
た
事
業
計
画
地
敷
地
境
界
の
悪
臭
物
質
の
調
査
結
果
は
、
C
区
域
の
規
制

基
準
を
満
足
し
て
い
る
。
 

ま
た
、
本
事
業

と
同
様
の
搬

入
品
目
の
最

終
処
分
を

行
っ
て

い
る
類
似
施
設

の
悪
臭
の
状

況
と
し
て
、
神
戸

市
の
産
業
廃

棄
物
最
終
処

分
場
の
敷
地

境
界
付
近
で
測
定
さ

れ
た
特
定
悪

臭
物
質
の
測
定
結
果
は
、
全
て
定
量
下
限
値
未
満
で
、
A
地
域
の
規
制
基
準
を
満
足
し
て
い
る

状
況
で
あ
る
。
 

こ
の
た
め
、
本
事
業
の
敷
地
境
界
に
お
け
る
悪
臭
に
つ
い
て
も

C
区
域
の
規
制
基
準
を
満

足
す
る
と
予
測
さ
れ
る
。
 

 （
2
）
浸
出
水
処
理
水
の
放
流
に
よ
る
悪
臭
の
影
響
 

本
事
業
で
は
、
主
に
焼
却
残
渣
等
を
処
分
し
、
発
生
す
る
浸
出
水
は
生
物
処
理
、
砂
ろ
過
処

理
、
活
性
炭
吸
着
処
理
、
逆
浸
透
膜
処
理
等
の
設
備
を
設
置
し
、
隣
接
の
一
般
廃
棄
物
最
終
処

分
場
と
同
様
の
浸
出
水
処
理
を
行
い
、
計
画
処

理
水
水
質
の
目
標
を
達
成
す
る
計
画
で
あ
る
。

ま
た
、
上
記
の
処
理
を
行
う
設
備
機
器
は
建
屋

内
に
設
置
し
、
悪
臭
の
発
生
を
防
止
す
る
。
 

な
お
、
隣
接
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
に
お
い
て
も
焼
却
残
渣
等
を
主
に
処
分
し
、
本
事
業

計
画
と
同
様
の
処

理
を
行
っ
て

い
る
が
、
浸

出
水
処
理
排

水
の
放
流
先
で
あ
る

農
業
用
水
排

水
路
の
水
中
の
悪
臭
物
質
濃
度
は
、
定
量
下
限

値
未
満
で
あ
り

C
区
域
の
規
制
基
準
値
を
満

足
し
て
い
る
。
 

こ
の
こ
と
か
ら
、
本
事
業
に
お
い
て
浸
出
水
処
理
施
設
を
適
切
に
維
持
、
管
理
す
る
こ
と
に

よ
り
、
浸
出
水
処
理
水
の
放
流
に
よ
る
悪
臭
は
、
C
区
域
の
規
制
基
準
値
を
満
足
す
る
と
予
測

さ
れ
る
。
 

以
下
の
環
境
保
全
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、

環
境

に
及

ぼ
す

影
響

を
最

小
限

に
と

ど
め

る
も

の

と
す
る
。
 

 （
1
）
廃
棄
物
の
搬
入
 

・
廃
棄
物
の
搬
入
に
つ
い
て
は
、
新
規
に
申
し
込
み

が
あ
っ
た
場
合
、
職
員
が
申
込
ん
だ
事
業
場
に
赴

き
、
廃
棄
物
の
種
類
や
臭
い
の
状
況
を
確
認
し
た

う
え
で
申
し
込
み
を
受
理
す
る
。
実
際
の
搬
入
に

際
し
て
は
悪
臭
が
発
生
し
て
い
る
も
の
は
、
排
出

事
業

者
に

返
却

す
る

な
ど

の
適

切
な

措
置

を
講

ず
る
。
 

・
埋
立
に
際
し
て
は
、
覆
土
等
の
対
応
を
適
宜
実
施

し
、
悪
臭
の
発
生
を
抑
制
す
る
。
 

・
供
用
開
始
し
、
影
響
が
大
き
く
な
る
と
想
定
さ
れ

る
時

期
に

事
業

計
画

地
敷

地
境

界
で

特
定

悪
臭

物
質
の
測
定
を
実
施
し
、
情
報
を
公
開
す
る
。
 

 （
2
）
浸
出
水
処
理
水
の
放
流
 

・
浸
出
水
処
理
施
設
の
維
持
管
理
を
適
正
に
行
う
。
 

・
供
用
開
始
し
、
影
響
が
大
き
く
な
る
と
想
定
さ
れ

る
時

期
に

放
流

水
路

で
特

定
悪

臭
物

質
の

測
定

を
実
施
し
、
情
報
を
公
開
す
る
。
 

（
1
）
廃
棄
物
の
搬
入
 

1
）
環
境
保
全
目
標
 

・
悪
臭
防
止
法
に
基
づ
く

C
区
域

の
規

制
基

準
を

満
足
す
る
こ
と
。
 

・
ま
た
、
大
部
分
の

地
域
住

民
の

日
常

生
活

に
お

い
て
支
障
が
な
い
こ
と
。
 

2
）
分
析
結
果
 

産
業
廃
棄
物
の
搬

入
に
よ

る
悪

臭
へ

の
影

響
に

つ
い
て
は
、
環
境
保

全
措
置

を
講

じ
る

こ
と

及
び

類
似
事
例
等
か
ら
規

制
基
準

を
満

足
す

る
と

予
測

さ
れ
る
。
 

こ
の
こ
と
か
ら
、

大
部
分

の
地

域
住

民
の

日
常

生
活
に
お
い
て
支
障

は
な
い

も
の

と
考

え
ら

れ
る

こ
と
か
ら
、
生
活
環

境
の
保

全
上

の
目

標
と

の
整

合
性
は
図
ら
れ
て
い
る
も
の

と
評
価

す
る

。
 

 

（
2
）
浸
出
水
処
理
水
の
放

流
 

1
）
環
境
保
全
目
標
 

・
悪
臭
防
止
法
に
基
づ
く

C
区
域

の
規

制
基

準
を

満
足
す
る
こ
と
。
 

・
ま
た
、
大
部
分
の

地
域
住

民
の

日
常

生
活

に
お

い
て
支
障
が
な
い
こ
と
。
 

 

2
）
分
析
結
果
 

浸
出
水
処
理
水
の

放
流
に

よ
る

悪
臭

の
影

響
に

つ
い
て
は
、
浸
出
水

処
理
施

設
を

適
切

に
管

理
す

る
こ
と
に
よ
り
、
規

制
基
準

を
満

足
す

る
と

予
測

さ
れ
る
。
 

こ
の
こ
と
か
ら
、

大
部
分

の
地

域
住

民
の

日
常

生
活
に
お
い
て
支
障

は
な
い

も
の

と
考

え
ら

れ
る

こ
と
か
ら
、
生
活
環

境
の
保

全
上

の
目

標
と

の
整

合
性
は
図
ら
れ
て
い
る
も
の

と
評
価

す
る

。
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表
4-
2-
1(
5)
 
調
査
、
予
測
及
び
影
響
の
分
析
方
法
 

調
査
項
目
 

調
 
査
 
内
 
容
 

調
 
査
 
方
 
法
 

予
 
測
 
及
 
び
 
影
 
響
 
分
 
析
 
方
 
法
 

水
 
質
 

【
河
川
水
】
 

◇
一
般
項
目
…
気
温
、
水
温
、
流
量
、

色
相
、
外
観
 

◇
環
境
基
準
項
目
 

・
生
活
環
境
（
pH
、
BO
D、

CO
D、

SS
、

DO
、
大
腸
菌
群
数
、
全
亜
鉛
､ノ

ニ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
）
 

・
人
の
健
康
の
保
護
に
関
す
る
項

目
（
カ
ド
ミ
ウ
ム
等

27
項
目
）
 

・
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
 

◇
農
業
用
水
基
準
項
目
…
全
窒
素
、

銅
､電

気
伝
導
度
等
 

◇
そ
の
他
の
項
目
…
全
り
ん
 

 【
浸
出
水
、
浸
出
水
処
理
水
】
 

「
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及

び
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
に
係

る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
」

（
昭
和

52
年
、
総
・
厚
令

1
号
）
に

定
め
る
放
流
水
の
水
質
項
目
及
び
ダ

イ
オ
キ
シ
ン
類
 

【
河
川
水
】
 

1.
既
存
資
料
 

 
 
県
及
び
米
子
市
に
よ
る
塩
川
の
水
質
調
査
結
果
を

整
理
す
る
。
 

2.
現
地
調
査
（
過
年
度
調
査
結
果
を
整
理
）
 

①
調
査
地
点
（
図
4-
2-
5参

照
）
 

 
 
4地

点
（
事
業
計
画
地
直
下
の
農
業
用
水
排
水
路
、

塩
川
の
農
業
用
水
排
水
路
合
流
点
上
流
、
塩
川
の
農
業

用
水
排
水
路
合
流
点
下
流
、
低
水
流
量
が
処
理
水
量
の

10
0倍

以
上
と
な
る
塩
川
）。

 

な
お
、
農
業
（
水
稲
）
用
水
基
準
項
目
に
係
る
調
査

地
点
は
、
塩
川
の
3地

点
と
す
る
。
 

②
調
査
方
法
 

 
 
分
析
方
法
は
、
JI
S及

び
環
境
庁
告
示
の
公
定
法
に

準
拠
 

③
調
査
時
期
 

 
 
平
成
24
年
4月

か
ら
平
成
25
年
3月

ま
で
毎
月
1回

。
 

た
だ
し
、
人
の
健
康
の
保
護
に
関
す
る
項
目
、
ダ
イ

オ
キ
シ
ン
類
、
農
業
用
水
基
準
項
目
に
つ
い
て
は
、
5

月
及
び
9月

の
2回

。
ま
た
、
ノ
ニ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
に
つ

い
て
は
9月

と
12
月
、
全
窒
素
及
び
全
り
ん
に
つ
い
て

は
、
毎
月
の
測
定
。
 

 

【
浸
出
水
、
浸
出
水
処
理
水
】
 

 
事
業
計
画
地
に
隣
接
す
る
既
存
の
一
般
廃
棄
物
処

分
場
に
お
け
る
水
質
調
査
結
果
を
整
理
す
る
。
 

【
予
 
測
】
 

1.
予
測
項
目
 

 
埋
立
地
か
ら
降
雨
に
よ
る
濁
水
発
生
の
影
響
：
SS
 

 
浸
出
水
処
理
水
の
放
流
に
よ
る
影
響
：
調
査
対
象
項
目
 

2.
予
測
地
点
 

3
地
点
（
事
業
計
画
地
直
下
の
農
業
用
水
排
水
路
、
塩
川
の
農
業
用
水
排
水
路
合

流
点
下
流
、
低
水
流
量
が
処
理
水
量
の

10
0
倍
以
上
と
な
る
塩
川
）
 

3.
予
測
方
法
 

◇
濁
水
：
防
災
調
整
池
の
容
量
、
被
覆
予
定
土
の
沈
降
試
験
結
果
か
ら
予
測
す
る
。 

 
◇
浸
出
水
処
理
水
 

・
pH
、
BO
D、

CO
D、

SS
、
T-
N、

T-
P：

完
全
混
合
式
に
よ
り
予
測
す
る
。
 

・
上
記
以
外
の
項
目
：
現
況
調
査
結
果
及
び
環
境
保
全
措
置
を
踏
ま
え
、
定
性
的

に
予
測
す
る
。
 

4.
予
測
時
期
 

水
質
に
及
ぼ
す
影
響
が
最
大
と
な
る
時
期
と
す
る
。
 

 【
影
響
分
析
方
法
】
 

影
響
の
回
避
・
低
減
に
係
る
分
析
及
び
生
活
環
境
の
保
全
上
の
目
標
と
の
整
合
性

に
係
る
分
析
を
行
う
。
 

生
活
環
境
の
保
全
上
の
目
標
と
の
整
合
性
は
、
県
指
針
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。

環
境
基
準
が
指
定
さ
れ
て
い
る
人
の
健
康
の
保
護
に
関
す
る
項
目
及
び
ダ
イ
オ
キ

シ
ン
類
は
、
当
該
環
境
基
準
と
対
比
し
分
析
す
る
。
 

塩
川
及
び
農
業
用
水
排
水
路
は
、
生
活
環
境
の
保
全
に
関
す
る
項
目
に
係
る
環
境

基
準
の
類
型
指
定
を
受
け
て
い
な
い
が
、
コ
イ
、
フ
ナ
が
放
流
さ
れ
て
い
る
水
域
環

境
か
ら
水
産
3級

の
利
用
目
的
に
適
応
す
る
C類

型
の
環
境
基
準
を
あ
て
は
め
、
ま
た

農
業
（
水
稲
）
用
水
基
準
を
参
考
に
、
「
生
活
環
境
へ
の
影
響
が
軽
微
で
あ
る
こ
と
」

を
環
境
保
全
目
標
と
し
て
、
予
測
結
果
と
対
比
し
分
析
す
る
。
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表
4-
2-
1(
4)
 
調
査
、
予
測
及
び
影
響
の
分
析
方
法
（
更
新
版
の
作
成
に
際
し
て
再
調
査
し
た
項
目
）（

追
）
 

調
査
項
目
 

調
 
査
 
内
 
容
 

調
 
査
 
方
 
法
 

予
 
測
 
及
 
び
 
影
 
響
 
分
 
析
 
方
 
法
 

水
 
質
 

【
河
川
水
】
 

◇
一
般
項
目
…
気
温
、
水
温
、
流
量
、

色
相
、
外
観
 

◇
環
境
基
準
項
目
 

・
生
活
環
境
（
pH
、
BO
D、

CO
D、

SS
、
DO
、
大
腸
菌
群
数
、
全
亜

鉛
､ノ

ニ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
）
 

・
人
の
健
康
の
保
護
に
関
す
る
項

目
（
カ
ド
ミ
ウ
ム
等
27
項
目
）
 

・
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
 

◇
農
業
用
水
基
準
項
目
…
全
窒
素
、

銅
､電

気
伝
導
度
等
 

◇
そ
の
他
の
項
目
…
全
り
ん
 

 【
浸
出
水
、
浸
出
水
処
理
水
】
 

「
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場

及
び
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場

に
係
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る

省
令
」（

昭
和

52
年
、
総
・
厚
令

1

号
）
に
定
め
る
放
流
水
の
水
質
項
目

及
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
 

【
河
川
水
】
 

1.
既
存
資
料
 

県
及
び
米
子
市
に
よ
る
令
和

4
年
ま
で
の
塩
川
の
水
質
調
査
結
果
を
整
理
す

る
。
 

 

2.
現
地
調
査
 

①
調
査
地
点
（
図

4-
2-
5
参
照
）
 

4地
点
（
事
業
計
画
地
直
下
の
農
業
用
水
排
水
路
、
塩
川
の
農
業
用
水
排
水

路
合
流
点
上
流
、
塩
川
の
農
業
用
水
排
水
路
合
流
点
下
流
、
低
水
流
量
が
処

理
水
量
の
10
0倍

以
上
と
な
る
塩
川
）。

 

②
調
査
方
法
 

分
析
方
法
は
、
JI
S
及
び
環
境
庁
告
示
の
公
定
法
に
準
拠
 

③
調
査
時
期
 

・
令
和
元
年

9
月

26
日
 

・
令
和

2
年

5
月

25
日
、
9
月

16
日
 

・
令
和

3
年

5
月

24
日
、
9
月

13
日
 

・
令
和

4
年

5
月

16
日
、
9
月

12
日
 

 【
浸
出
水
、
浸
出
水
処
理
水
】
 

事
業
計
画
地
に
隣
接
す
る
既
存
の
一
般
廃
棄
物
処
分
場
に
お
け
る
令
和

3
年

度
ま
で
の
水
質
調
査
結
果
を
整
理
す
る
。
 

 

旧
版
報
告
書
と
同
様
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図4-2-5 水質調査地点 

0              500m 

凡例 

   産業廃棄物最終処分場(事業計画地) 

一般廃棄物最終処分場(既存処分場) 

河川水質調査地点 ～ St.1 St.4 

塩川 

N 

St.1 

St.3 
St.2 

St.4 

農業用水排水路 

塩川 
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表
6
-
1
-
1（
5
）
 
環
境
影
響
の
総
合
的
な
評
価

項
 
目
 

現
 

況
 

予
 
測

 
結

 果
 

影
響

の
分
析
 

影
響

の
回
避

・
低
減

に
係
る
分

析
 

生
活

環
境
の

保
全
上

の
目
標
と

の
 

整
合

性
に
係

る
分
析
 

水
 

質

（
1
）
健
康
項
目
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
 

下
流

河
川

等
の

St
.
1～

S
t
.4

の
全

て
の

地
点

に
お

い
て

、

全
て

の
項

目
で

環
境

基
準

を
満

足
し
て

い
る

。
 

（
2
）
生
活
環
境
項
目
 

 
塩

川
は

、
生

活
環

境
項

目
の
環

境
基
準

の
類

型
は

指
定

さ
れ

て
い

な
い

が
、

コ
イ

、
フ

ナ
が

放
流
さ

れ
て

い
る

こ
と

か
ら

、

水
産

3
級
の

利
用

目
的

に
適
応

す
る

C
類

型
及

び
生

物
B
の

基
準

を
当

て
は

め
、

水
質

の
状

況
を
把

握
し

た
。
 

調
査

結
果

は
、
環
境

基
準

が
定
め

ら
れ
て

い
な

い
大

腸
菌

群

数
を

除
く

、
全

て
の

項
目

で
環

境
基
準

を
満

足
し

て
い

た
。

 

（
3
）
農
業
用
水
基
準
項
目
 

p
H

は
、
基

準
値
よ

り
ア

ル
カ
リ

側
に

傾
く

こ
と

が
た

び
た

び
確

認
さ

れ
た

。
 

全
窒

素
は

基
準

値
を

や
や

上
回

る
程

度
で

あ
り

特
段

に
高

い
値

は
示

し
て

い
な

い
。
 

電
気

伝
導

度
は

、
や

や
高

い
傾

向
に
あ

る
。
 

そ
の

他
の

項
目

に
つ

い
て

は
、
い

ず
れ
も

基
準

値
を

下
回

っ

て
い

た
。
 

（
4
）
そ
の
他
の
項
目
 

そ
の

他
の

項
目

と
し

て
、
化
学

的
酸
素

要
求

量
（
C
O
D
）、

全

窒
素

（
T
-
N
）、

全
り

ん
（

T
-P
）

及
び
流

量
を

調
査

し
た

。
 

全
り

ん
は
、
S
t
.4

が
他

の
3
地

点
と
比

較
し

て
、
最

大
値
、

平
均

値
と

も
高

い
値

を
示

し
た

。
 

流
量

は
、
St
.
4
の

低
水

流
量
が

7
,
43
0
㎥
/
日
と

、
今

回
計

画
し

て
い

る
浸

出
水
処

理
施
設

排
水

量
の

70
㎥

/
日
の

10
0

倍
以

上
と

な
っ

て
い

る
。
 

そ
の

他
の

項
目

に
つ

い
て

は
、
各

地
点
で

大
き

な
差

は
認

め

ら
れ

な
い

。
 

※
追

 
令

和
元

年
～

4
年

に
お

け
る
調

査
結

果
は
、
旧
版
報

告

書
の

調
査

結
果

と
概

ね
同

様
の

傾
向
に

あ
っ

た
。

ま
た

、

基
準

等
が

定
め

ら
れ

て
い

る
項

目
は

す
べ

て
基

準
を

満

足
し

て
い

た
。
 

（
1
）
降
雨
に
よ
る
埋
立
地
か
ら
の
濁
水
の
流
出
 

S
S
の
予

測
結

果
は

、
4
.
6～

6.
6
m
g
/L

で
、
全

て
の

地
点

で
C
類

型
の

環
境

基
準

（
5
0
m
g/
L
）
及

び
農

業
（

水
稲

）
用
水

基
準

（
1
0
0
mg
/
L）

を
満

足
し

て
い

る
。
 

（
2
）
浸
出
水
処
理
水
の
放
流
 

1
）
生
活
環
境
項
目
 

p
H
、
B
O
D
及
び

S
S
の

予
測

値
は

、
全
て

の
地

点
で

環
境
基
準

を
満
足

し
て

い
る

。

ま
た

、
現

況
水

質
に

対
す
る

p
H
の
変

化
は

1
未

満
、

B
O
D、

S
S
の

寄
与

濃
度

は

1
m
g
/
L
未

満
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
現
況

水
質

へ
の

影
響

は
小

さ
い
と

予
測

さ
れ

る
。

2
）
農
業
用
水
基
準
項
目
等
 

p
H
、
C
O
D
及

び
S
S
の

予
測

値
は

、
全

て
の

地
点

で
農

業
用
水

基
準
を

満
足

す
る

。

T
-
N
は
、
現

況
で

既
に

農
業

用
水

基
準
（

1m
g
/
L）

を
上
回

っ
て

い
る
。
こ

こ
で

、

農
業

用
水

の
窒

素
濃

度
と

水
稲

生
育
収

量
の

関
係

に
よ

る
と

、
総
窒

素
濃

度
3
㎎

/
L
以
下

で
は

生
育

収
量

に
影
響

が
な
い

と
報

告
さ

れ
て

お
り

、
農
業

用
水

と
し

て

利
水

さ
れ

て
い

る
範

囲
（
S
t
.3

及
び

S
t
.
4）

の
現
況

値
及
び

予
測
値

は
こ

の
値

を

下
回

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
稲

作
へ
与

え
る

影
響

は
小

さ
い

と
考
え

ら
れ

る
。
 

T
-
P
に
つ

い
て

、
通
常

、
廃

棄
物

埋
立
地

で
は

、
埋

立
層

を
浸

透
す
る

過
程

で
リ

ン
は

消
費

さ
れ

る
た

め
影

響
は

小
さ
い

。
こ

こ
で

、
類

似
事
例
（

隣
接

の
一

般
廃

棄

物
処

分
場

の
放

流
水

の
過

去
1
0
年

間
の

最
高

値
）を

用
い
た

予
測
結

果
に

よ
る

と
、

現
況

値
と

ほ
ぼ

同
値

で
あ

る
。
ま

た
、
類

似
事

例
を

用
い
た

予
測
条

件
の

場
合

は
、

C
O
D
、

SS
及
び

T
-N

の
予

測
値

に
つ
い

て
も

、
現

況
値

と
ほ

ぼ
同
値

と
な

る
た

め
、

現
況

水
質

へ
の

影
響

は
小

さ
い

と
予
測

さ
れ

る
。
 

な
お

、
本

事
業

に
お

い
て

も
隣

接
の

一
般

廃
棄

物
最

終
処

分
場

と
同

等
の

高
度

処
理

を
行

い
、
適
切

な
維

持
管

理
、
排

水
処

理
を

行
う

こ
と

か
ら
、
下
流

河
川

に
お

い
て

環
境

基
準

等
を

満
足

す
る

と
と

も
に

、
現

況
水

質
へ

の
影

響
も

小
さ

い
と

予

測
さ

れ
る

。
 

3
）
健
康
項
目
及
び
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
 

本
事

業
で

発
生

す
る

浸
出

水
は

、
生
物

処
理

、
砂

濾
過

処
理
、
活

性
炭

吸
着

処
理

及
び

逆
浸

透
膜

処
理

の
設

備
を

設
置

し
、

隣
接

の
一

般
廃

棄
物

最
終

処
分

場
と

同

等
の

高
度

処
理

を
行

い
、

計
画

処
理
水

水
質

の
目

標
を

達
成

す
る
も

の
で

あ
る

。
 

こ
こ

で
、
隣

接
の

一
般

廃
棄
物

最
終
処

分
場

の
浸

出
水

処
理

水
は
、
健

康
項

目
及

び
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

の
環

境
基

準
を
満

足
し

て
い

る
。

ま
た

、
第

2
期

（
放

流
量

7
0
m
3
/
日
）

に
処

理
装

置
を

追
加

す
る
際

は
、
第

1
期

運
用
時

の
処
理

水
水

質
の

実

績
を

踏
ま

え
た

上
で

適
切

な
規

模
の
機

器
選

定
を

行
う

計
画

で
あ
る

。
 

こ
の

よ
う

に
、

本
事

業
に

お
い

て
も

隣
接

の
一

般
廃

棄
物

最
終

処
分

場
と

同
等

の
高

度
処

理
を

行
い

、
適

切
な

維
持
管

理
、
排
水

処
理

を
行

う
こ
と

に
よ

り
、
下
流

河
川

に
お

い
て

環
境

基
準

を
満

足
す

る
と

と
も

に
、

現
況

水
質

へ
の

影
響

も
小

さ

い
と

予
測

さ
れ

る
。
 

※
追

 
予

測
の

更
新

を
行

っ
た

結
果
、
予

測
結

果
は

旧
版
報

告
書
と

同
様

で
あ

り
、

現
況

水
質

へ
の

影
響

は
小

さ
い

と
予
測

さ
れ

る
。
 

以
下

の
環

境
保

全
措

置
を

講
じ

る
こ
と

に
よ

り
、

環
境

に
及

ぼ
す

影
響

を
最

小
限

に
と

ど
め

る
も

の

と
す

る
。
 

（
1
）
降
雨
に
よ
る
埋
立
地
か
ら
の
濁
水
の
流
出
 

・
濁

水
の

流
出
防

止
の

た
め
、
防

災
調
整

池
及

び
沈

砂
池

の
維

持
管

理
を

適
正

に
行

う
。
 

（
2
）
浸
出
水
処
理
水
の
放
流
 

・
期

別
埋

立
計

画
と

す
る

こ
と

で
埋

立
作

業
区

域

外
の

雨
水

の
浸

出
水

化
を

防
止

す
る
と

と
も

に
、

外
周

側
溝

等
を

整
備

し
て

埋
立

地
外

か
ら

埋
立

地
内

へ
の

雨
水

流
入

を
防

止
す

る
こ
と

で
、
浸
出

水
の

発
生

を
抑

制
す

る
。
 

・
浸

出
水

処
理

水
の

水
質

目
標

を
達
成

す
る

よ
う

、

浸
出

水
処

理
施

設
の

維
持

管
理

を
適
正

に
行

う
。

・
「

一
般

廃
棄

物
の

最
終

処
分

場
及

び
産

業
廃

棄
物

の
最

終
処

分
場

に
係

る
技

術
上

の
基

準
を

定
め

る
省

令
」（

昭
和

5
2
年

総
理
府
・
厚

生
省

令
第

１

号
）
、「

ダ
イ
オ

キ
シ

ン
類

対
策
特

別
措
置

法
に

基

づ
く

廃
棄

物
の

最
終

処
分

場
の

維
持

管
理

の
基

準
を

定
め

る
省

令
」（

平
成

12
年

総
理

府
・
厚

生

省
令
第

2
号
）
に
示

さ
れ

る
放
流

水
の
水

質
検

査

を
実

施
し

、
情

報
を

公
開

す
る

。
 

・
災

害
な

ど
の

異
常

事
態

に
対

応
す

る
体

制
を

整

備
し

、
被

害
の

防
止

に
努

め
る

。
 

（
1
）
降
雨
に
よ
る
埋
立
地
か
ら
の
濁
水
の
流
出
 

1
）
環
境
保
全
目
標
 

・
塩
川

は
、
現
状

の
水

質
、
利
水

状
況
を

勘
案

し
て

あ
て

は
め
た

C
類
型

の
環

境
基

準
を
満

足
す

る

こ
と

。

・
健
康

項
目

、
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

に
つ
い

て
は
、
環

境
基

準
を

満
足

す
る

こ
と

。
 

・
ま

た
、

周
辺

地
域

の
生

活
環

境
に

与
え

る
影

響

が
軽

微
で

あ
る

こ
と

。
 

2
）
分
析
結
果

降
雨

に
よ

る
埋

立
地

か
ら

の
濁

水
の

流
出

に
伴

う
下

流
河

川
の

SS
の
予

測
結
果

は
、
利

用
目

的
に

適
応

す
る

C
類

型
の

環
境

基
準

及
び
農

業
用

水
基

準
を

下
回

る
。
ま

た
、
現

況
の

S
S
濃

度
に

対
し

て

大
き

な
変

化
は

な
く

、
周

辺
地

域
の

生
活

環
境

に

与
え

る
影

響
が

軽
微

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

生
活

環

境
の

保
全

上
の

目
標

と
の

整
合

性
は

図
ら

れ
て

い

る
も

の
と

評
価

す
る

。
 

（
2
）
浸
出
水
処
理
水
の
放
流
 

1
）
環
境
保
全
目
標
 

・
塩
川

は
、
現
状

の
水

質
、
利
水

状
況
を

勘
案

し
て

あ
て

は
め
た

C
類
型

の
環

境
基

準
を
満

足
す

る

こ
と

。

・
健
康

項
目

、
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

に
つ
い

て
は
、
環

境
基

準
を

満
足

す
る

こ
と

。
 

・
ま

た
、

周
辺

地
域

の
生

活
環

境
に

与
え

る
影

響

が
軽

微
で

あ
る

こ
と

。
 

2
）
分
析
結
果
 

浸
出

水
処

理
水

の
放

流
に

伴
う

水
質

へ
の

影
響

に
つ

い
て

は
、

隣
接

の
一

般
廃

棄
物

最
終

処
分

場

と
同

等
の

高
度

処
理

を
行

い
、
適

切
な
維

持
管

理
、

排
水

処
理

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
下

流
河

川
に

お

い
て

環
境

基
準

等
を

満
足

す
る

と
と

も
に

、
現

況

水
質

へ
の

影
響

も
小

さ
い

と
予

測
さ
れ

る
。
 

こ
れ

ら
の

こ
と

か
ら

、
周

辺
地

域
の

生
活

環
境

に
与

え
る

影
響

は
軽

微
で

あ
り

、
生

活
環

境
の

保

全
上

の
目

標
と

の
整

合
性

は
図

ら
れ

て
い

る
も

の

と
評

価
す

る
。
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表
4-
2-
1(
6)
 
調
査
、
予
測
及
び
影
響
の
分
析
方
法
 

調
査
項
目
 

調
 
査
 
内
 
容
 

調
 
査
 
方
 
法
 

予
 
測
 
及
 
び
 
影
 
響
 
分
 
析
 
方
 
法
 

地
下
水
 

【
地
形
・
地
質
】
 

【
地
形
・
地
質
】（

過
年
度
調
査
結
果
を
整
理
）
 

1.
調
査
地
点
（
図
4-
2-
7参

照
）
 

事
業
計
画
地
内
及
び
隣
接
一
般
廃
棄
物
処
分
場
 

2.
調
査
方
法
 

ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
 

3.
調
査
時
期
 

・
平
成
20
年
7月

24
日
～
8月

31
日
 

・
平
成
24
年
9月

3日
～
9月

11
日
 

 

【
予
 
測
】
 

1.
予
測
項
目
 

地
下
水
の
流
れ
（
水
位
、
流
動
状
況
）
 

2.
予
測
地
点
 

事
業
計
画
地
周
辺
 

3.
予
測
方
法
 

 
 
現
地
調
査
結
果
に
基
づ
き
、
地
域
特
性
及
び
事
業
計
画
と
の
重

ね
合
わ
せ
に
よ
る
定
性
的
予
測
を
行
う
。
 

4.
予
測
時
期
 

 
 
地
下
水
に
及
ぼ
す
影
響
が
最
大
と
な
る
時
期
と
す
る
。
 

 【
影
響
分
析
方
法
】
 

影
響
の
回
避
・
低
減
に
係
る
分
析
及
び
生
活
環
境
の
保
全
上
の

目
標
と
の
整
合
性
に
係
る
分
析
を
行
う
。
 

生
活
環
境
の
保
全
上
の
目
標
と
の
整
合
性
は
、
県
指
針
に
基
づ
く

も
の
と
し
、
地
下
水
の
流
れ
に
つ
い
て
、
「
周
辺
地
域
の
地
下
水
状

況
と
そ
れ
に
伴
う
地
下
水
利
水
に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
」
を
環
境

保
全
目
標
と
し
て
、
予
測
結
果
と
対
比
し
分
析
す
る
。
 

 

【
地
下
水
の
状
況
】
 

【
地
下
水
の
水
質
】
 

（
既
存
資
料
及
び
現
地
調
査
）
 

・
一
般
項
目
 

（
気
温
、
水
温
、
色
相
、
外
観
） 

・
地
下
水
に
係
る
環
境
基
準
項

目
 

・
電
気
伝
導
度
、
塩
化
物
イ
オ
ン
 

・
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
 

 

【
地
下
水
水
位
】（

過
年
度
調
査
結
果
を
整
理
）
 

1.
調
査
地
点
（
図
4-
2-
7参

照
）
 

事
業
計
画
地
内
及
び
周
辺
の
5地

点
 

2.
調
査
方
法
 

水
位
計
に
よ
る
連
続
測
定
 

3.
調
査
時
期
 

平
成
24
年
9月

12
日
～
平
成
25
年
4月

20
日
 

 【
地
下
水
の
水
質
】
 

1.
既
存
資
料
 

県
に
よ
る
地
下
水
水
質
調
査
結
果
及
び
事
業
計
画
地
に
隣
接
す

る
既
存
の
一
般
廃
棄
物
処
分
場
に
お
け
る
地
下
水
観
測
口
2箇

所

（
図
4-
2-
6参

照
）
の
水
質
調
査
結
果
を
整
理
す
る
。
 

2.
現
地
調
査
（
過
年
度
調
査
結
果
を
整
理
）
 

①
調
査
地
点
（
図
4-
2-
6参

照
）
 

事
業
計
画
地
内
の
井
戸
の
2地

点
（
St
.C
、
St
.D
）（

改
）
 

②
調
査
方
法
 

JI
Sま

た
は
環
境
庁
告
示
の
公
定
法
に
準
拠
す
る
。
 

③
調
査
時
期
 

平
成
24
年
9月

24
日
、
12
月
4日
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表
4-
2-
1(
5)
 
調
査
、
予
測
及
び
影
響
の
分
析
方
法
（
更
新
版
の
作
成
に
際
し
て
再
調
査
し
た
項
目
）（

追
）
 

調
査
項
目
 

調
 
査
 
内
 
容
 

調
 
査
 
方
 
法
 

予
 
測
 
及
 
び
 
影
 
響
 
分
 
析
 
方
 
法
 

地
下
水
 

【
地
下
水
の
水
質
】
 

・
一
般
項
目
 

（
気
温
、
水
温
、
色
相
、
外
観
）
 

・
地
下
水
に
係
る
環
境
基
準
項
目
 

・
電
気
伝
導
度
、
塩
化
物
イ
オ
ン
 

【
地
下
水
の
水
質
・
流
動
】
 

1.
既
存
資
料
 

県
に
よ
る
令
和

3
年
度
ま
で
の
地
下
水
水
質
調
査
結
果
の
水
質
調
査
結
果
を

整
理
す
る
。
 

主
と
し
て
セ
ン
タ
ー
が
平
成

27
年
～
令
和
４
年
度
ま
で
に
実
施
し
た
地
質
調

査
等
の
結
果
を
整
理
し
、
地
下
水
流
動
等
の
傾
向
把
握
を
実
施
し
た
。
 

 2.
現
地
調
査
 

（
地
下
水
水
質
）
 

①
調
査
地
点
（
図

4-
2-
6
参
照
）
 

事
業
計
画
地
内
の
井
戸

2
地
点
（
St
.C
、
St
.E
）
 

②
調
査
方
法
 

JI
S
ま
た
は
環
境
庁
告
示
の
公
定
法
に
準
拠
す
る
。
 

③
調
査
時
期
 

令
和

5
年

5
月

15
日
 

 （
地
下
水
流
動
）
 

 
①
調
査
地
点
 

 
 
平
成

27
年
～
令
和

4
年
度
に
実
施
し
た
地
質
調
査
ポ
イ
ン
ト
 

 
 
18

か
所
（
調
査
結
果
に
記
載
）
 

 
②
調
査
方
法
 

 
 
地
質
調
査
時
の
ボ
ー
リ
ン
グ
柱
状
図
の
評
価
、
水
位
観
測
な
ど
 

旧
版
報
告
書
と
同
様
 

 

4
 ー

 1
7

【 241 】



 

 

  

0              500m 

凡例 

   産業廃棄物最終処分場(事業計画地) 

一般廃棄物最終処分場(既存処分場) 

地下水水質調査地点 

 

St.Ａ ～ St.Ｅ 

図4-2-6 地下水水質調査地点（改） 
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図
4-
2-
7 

地
下
水
水
位
調
査
地
点
 

凡
 
 
例
 

産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
(事

業
計
画
地
) 

一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
(既

存
処
分
場
) 

観
測
井
戸
 

N 

H2
4-
№
1 

H2
0-
B-
3 

0 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
20
0m
 

H2
4-
№
2 

H5
観
測
井
 

H2
0-
B-
1 
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表
6
-
1
-
1
（
6
）
 

環
境
影
響
の
総
合
的
な
評
価

 

項
 
目

 
現
 

況
 

予
 
測
 
結
 
果
 

影
響
の
分
析
 

影
響
の
回
避
・
低
減
に
係
る
分
析
 

生
活
環
境
の
保
全

上
の

目
標

と
の
 

整
合
性
に
係
る

分
析
 

地
 

 

下
 

 

水
 

（
1
）
地
形
・
地
質
 

現
地
踏
査
に
よ
る
と
、
事
業
計
画
地
は
、
緩
い
谷
部
に
位

置
し
、
集
水
し
や
す
い
地
形
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
事

業
計

画
地

に
お

い
て

確
認

で
き

た
地

質
は

、
上

位
よ

り

「
火
山
灰
質
土
」（

風
化
し
た
軽
石
主

体
層
含
む
）
、「

火
山

灰
質
土
」（

粘
性
土
・
砂
質
土
）
、「

溝
口
凝
灰
角
礫
岩
」（

凝

灰
岩
の
風
化
土
・
半
固
結
状
軟
岩
）

の
3
層
で
あ
っ
た
。
 

ま
た
、
現
地
踏
査
結
果
、
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
結
果
、
既

往
資
料
等
に
よ
り
事
業
計
画
地
周
辺

の
地
質
区
分
、
特
徴

を
整
理
し
た
。
 

 

（
2
）
地
下
水
の
水
位
 

※
改
 
連
続
観
測
を
実
施
し
た

H
20
-
B
-
1
、
H
2
0-
B
-
3
、
H
5

観
測
井
は
、
降
雨
応
答
は
軽
微
で
あ
り
、
高
水
位
時
期
と

低
水
位
時
期
の
水
位
差
も

1
.
0m

程
度

以
下
で
あ
る
。
H
2
4
-

N
O
.
1
、
No
.
2
は
、
他
の
観
測
孔
に
比

較
し
、
降
雨
応
答
が

認
め
ら
れ
、
高
水
位
時
期
と
低
水
位
時
期
と
の
水
位
差
は

2
.
6
m
程
度
で
あ
る
。
 

地
下

水
は

ほ
ぼ

処
分

場
掘

削
底

面
（

最
深

部
：

標
高

2
6
.
0
m
）
よ
り
低
い
位
置
に
あ
る
が
、
4
地
点
で
掘
削
底
面

よ
り
推
定
地
下
水
位
線
が
高
い
位
置

に
あ
り
、
R
4
-B
-
6
で

最
大
-
7
.
6
5
m
程
度
の
水
位
差
が
生
じ

る
。
 

 （
3
）
地
下
水
の
水
質
 

事
業
計
画
地
上
流
側

St
.
C
、
下
流
側

S
t
.D

で
調
査
を

行
っ
た
。
S
t
.D

の
12

月
調
査
時
に
硝
酸
性
窒
素
及
び
亜

硝
酸
性
窒
素
が

1
2m
g
/
L
で
環
境
基
準
値

1
0
m
g/
L
を
超
え

た
が
、
そ
れ
以
外
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
環
境
基
準
以
下

で
あ
っ
た
。
 

ま
た
、
同
年
度
の
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
観
測
井

戸
の

S
t
.
A
及
び

S
t
.
B
の
観
測
結
果
は
、
全
て
の
項
目
で

環
境
基
準
を
満
足
し
て
い
た
。
 

※
追

 
令

和
5

年
に

実
施

し
た

事
業

計
画

地
上

流
側

S
t
.
C
、
下
流
側

S
t
.
E（

S
t
.
D
は

採
水
不
可
と
な
っ
た

め
変
更
）
に
お
け
る
調
査
結
果
は
、
全
て
の
項
目
で

環
境
基
準
を
満
足
し
て
い
た
。
 

 

（
4
）
周
辺
利
水
状
況
 

最
大
影
響
範
囲

1
6
0
ｍ
内
の
井
戸
は

、
6
本
で
あ
っ
た
。 

上
流
側
に

4ｍ
程
度
の
浅
い
井
戸
が

1
本
あ
り
、
そ
れ
以

外
の
井
戸
は

60
ｍ
以
上
の
深
さ
の
井
戸
で
あ
っ
た
。
 

※
追
 
追
加
調
査
を
踏
ま
え
た
影
響

圏
半
径
は

1
1
1m

程

度
と
な
り
、
旧
事
業
計
画
時
に
想
定
さ
れ
て
い
た
影
響

圏
半
径

1
6
0
m
よ
り
、
狭
い
範
囲
で

影
響
が
収
束
す
る
。 

※
改
（
1
）
最
終
処
分
場
の
存
在
に
伴
う

地
下
水
の
流
れ
へ
の
影
響
 

自
記
式
水
位
計
に
よ
る
水
位
観
測
デ
ー
タ
及
び
ボ
ー
リ
ン
グ
掘
削
中
の
地
下
水
位
に

基
づ
く
水
位
等
か
ら
想
定
さ
れ
る
推
定
地
下
水
位
線
を
地
質
縦
断
図
及
び
地
質
横
断
図

に
反
映
し
、
解
析
し
た
。
 

こ
の
結
果
、
谷
地
形
部
よ
り
西
側
の
Ⅰ
期
埋
立
が
主
体
と
な
る
範
囲
で
は
、
掘
削
底

面
よ
り
推
定
地
下
水
位
線
が
高
い
位
置
に
あ
る
た
め
、
推
定
地
下
水
位
線
以
深
を
掘
削

す
る
場
合
に
は
、
埋
立
地
の
周
辺

1
1
1ｍ

の
範
囲
内
の
地
下
水
位
及
び
流
動
に
変
化
を

生
じ
さ
せ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
た
。
 

ま
た
、
谷
地
形
部
よ
り
東
側
の
Ⅱ
期
埋
立
が
主
体
と
な
る
範
囲
で
は
、
推
定
地
下
水

位
線
は
掘
削
底
面
よ
り
低
い
位
置
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
掘
削
等
に
よ
る
直
接
的
な
地
下

水
の
流
動
へ
の
影
響
は
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の
と
予
測
さ
れ
る
。
 

一
方
、
事
業
計
画
地
内
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
本
事
業
の
掘
削
底
面

付
近
の
一
部
で
沈
下
が
想
定
さ
れ
る
地
盤
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
事
業
を
進
め

る
に
当
た
り
、
地
盤
対
策
工
と
し
て
、
砕
石
に
よ
る
地
盤
置
換
と
プ
レ
ロ
ー
ド
工
法
の

実
施
を
予
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
浸
出
水
処
理
施
設
の
設
置
に
あ
た
っ
て
は
、
地
盤
対

策
工
と
し
て
基
礎
杭
を
設
置
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
地
盤
対
策
工
を
行
う

エ
リ
ア
の
浅
層
地
下
水
に
対
し
て
若
干
の
地
下
水
流
動
を
変
化
さ
せ
る
要
因
と
な
り
う

る
。
 

た
だ
し
、
浅
層
地
下
水
の
流
向
、
周
辺
の
利
水
状
況
を
考
慮
す
れ
ば
、
埋
立
地
周
辺

の
既
存
井
戸
４
本
は
、
本
事
業
に
よ
る
掘
削
、
地
盤
対
策
工
及
び
杭
打
ち
に
よ
っ
て
地

下
水
流
動
を
変
化
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
帯
水
層
よ
り
も
さ
ら
に
深
い
位
置
の
帯
水
層

か
ら
取
水
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
他
の
既
存
井
戸
２
本
に
関
し
て
は
、

事
業
計
画
地
よ
り
上
流
側
に
位
置
す
る
。
そ
の
た
め
、
周
辺
の
利
水
状
況
に
著
し
い
影

響
は
生
じ
さ
せ
な
い
も
の
と
予
測
す
る
。
 

な
お
、
計
画
地
は
谷
の
中
に
設
置
さ
れ
る
よ
う
な
位
置
で
谷
底
部
に
向
か
っ
て
地
下

水
が
流
下
・
集
水
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
谷
部
に
集
水
さ
れ

た
地
下
水
は
下
流
側
に
流
下
し
、
一
部
は
下
流
側
の
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
地
下

水
集
排
水
管
な
ど
に
よ
り
集
排
水
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

一
方
、
地
下
水
の
水
位
上
昇
量
が
大
き
く
な
っ
た
場
合
で
も
、
産
業
廃
棄
物
最
終
処

分
場
の
地
下
水
集
排
水
管
等
に
よ
っ
て
水
位
上
昇
が
抑
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
上
流
側

で
の
水
位
上
昇
の
影
響
は
小
さ
い
も
の
と
予
測
さ
れ
る
。
 

さ
ら
に
、
下
流
側
で
は
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
に
設
置
さ
れ
て
い
る
地
下
水
集
排

水
管
等
に
よ
り
、
既
に
上
昇
は
抑
制
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
水

位
上
昇
が
大
き
な
場
合
で
も
、
新
た
な
流
動
阻
害
、
水
位
変
化
の
影
響
は
小
さ
い
も
の

と
予
測
さ
れ
る
。
 

な
お
、
類
似
事
例
と
し
て
下
流
側
に
隣
接
す
る
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
施
工
当
時

の
湧
水
状
況
に
よ
る
と
、
法
面
か
ら
少
量
の
湧
水
が
出
て
い
た
も
の
の
底
盤
に
は
湧
水

が
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
乾
燥
状
態
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
 

上
流
側
に
隣
接
す
る
事
業
計
画
地
は
、
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
よ
り
も
標
高
の
高

い
位
置
に
計
画
し
て
い
る
た
め
、
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
と
同
様
に
地
下
水
へ
の
影

響
は
軽
微
と
予
測
さ
れ
る
。
 

以
下
の

環
境

保
全
措

置
を

講
じ

る
こ
と

に
よ

り
、
環

境
に
及

ぼ
す

影
響
を

最
小
限

に
と

ど
め

る
も
の
と
す
る
。
 

 （
1
）
最
終
処
分
場
の
存
在
 

・
事
業

計
画
の

実
施

に
際
し

て
は
、

現
況

地
形

を
有
効

利
用

し
た
計

画
と

し
、

掘
削
区

域
を

最
小
限

と
す

る
こ
と

で
、

周
辺

地
域
の

地
下

水
の
流
れ
へ
の
影
響
を
抑
制
す
る
。
 

・
二
重

の
遮
水

シ
ー

ト
と
ベ

ン
ト
ナ

イ
ト

混
合

土
を
用
い
、
浸
出
水
の
漏
水
を
防
止
す
る
。
 

・
漏
水

を
検
知

す
る

電
気
的

漏
え
い

検
知

シ
ス

テ
ム
を
遮
水
工
敷
設
箇
所
（
底
部
等
）
に
設
置

し
、
万
一
、
遮
水
工
が
何
ら
か
の
原
因
で
破
損

し
て
浸

出
水

が
地
下

に
漏

出
す

る
事
象

に
対

し
、
対

策
を

速
や
か

に
行

え
る

よ
う
計

画
す

る
。
 

・「
一
般
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
及
び
産
業
廃
棄

物
の
最

終
処

分
場
に

係
る

技
術

上
の
基

準
を

定
め
る
省
令
」（

昭
和

5
2
年
総
理
府
・
厚
生

省
令
第

１
号
）
、
「

ダ
イ

オ
キ
シ

ン
類

対
策

特

別
措
置

法
に

基
づ
く

廃
棄

物
の

最
終
処

分
場

の
維
持
管
理
の
基
準
を
定
め
る
省
令
」（

平
成

1
2
年
総
理
府
・
厚
生
省
令
第

2
号
）
に
示
さ

れ
る
地

下
水

の
水
質

検
査

を
実

施
し
、

情
報

を
公
開
す
る
。
 

（
1
）
最
終
処
分
場
の
存
在
に

伴
う

地
下

水
の

流
れ

へ

の
影
響
 

1
）
環
境
保
全
目
標
 

・
周

辺
地

域
の

地
下

水
状

況
と

そ
れ

に
伴

う
地

下
水

利
水
に
影
響
を
与
え
な
い

こ
と

。
 

2
）
分
析
結
果
 

※
改

 
最

終
処

分
場

の
存

在
に

伴
う

地
下

水
の

流
れ

へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
掘
削
底

面
よ
り

推
定

地
下

水
位

線
の
位
置
が
高
い
箇
所
が
存

在
す
る

た
め

、
当
該

箇
所

を
掘
削
す
る
場
合
に
は
、
周

辺
1
1
1ｍ

の
範

囲
内

の
地

下
水

位
及

び
流

動
に

変
化

を
生

じ
さ

せ
る

可
能

性
が

あ
る
が
、
周
辺
井
戸
が
取
水
の

対
象
と

す
る

帯
水

層
が

本
事

業
に

よ
っ

て
影

響
が

想
定

さ
れ

る
帯

水
層

と
は

異
な
る
こ
と
、
井
戸
の
位
置
が

事
業
計

画
地

よ
り

も
上

流
で

あ
る

こ
と

を
踏

ま
え

る
と

周
辺

の
利

水
状

況
へ

の
影
響
は
小
さ
い
も
の
と
予

測
さ
れ

る
。
 

仮
に

地
下

水
の

水
位

上
昇

量
が

大
き

く
な

っ
た

場

合
で
も
、
産
業
廃
棄
物
最
終
処

分
場
の

地
下

水
集

排
水

管
等
に
よ
っ
て
水
位
上
昇
が

抑
え
ら

れ
る

こ
と

か
ら

、

上
流

側
で

の
水

位
上

昇
の

影
響

は
小

さ
い

も
の

と
予

測
さ
れ
る
。
 

ま
た
、
下
流
側
で
は
一
般
廃

棄
物

最
終

処
分

場
に

設

置
さ
れ
て
い
る
地
下
水
集
排

水
管
等

に
よ

り
、
既

に
上

昇
は

抑
制

さ
れ

て
い

る
も

の
と

考
え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、
水
位
上
昇
が
大
き
な
場

合
で

も
、
新

た
な
流

動
阻

害
、

水
位

変
化

の
影

響
は

小
さ

い
も

の
と

予
測

さ
れ

る
。
 

な
お
、
本
事
業
で
は
、
環

境
保
全

措
置

と
し

て
、
二

重
遮
水
シ
ー
ト
、
ベ
ン
ト
ナ

イ
ト

混
合

土
、
漏
洩

検
知

シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
こ
と

等
に
よ

り
、
浸

出
水

の
地

下
へ
の
漏
え
い
対
策
を
万
全

に
講
じ

る
。
さ
ら

に
、
周

辺
井
戸
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調

査
を
継

続
し

て
実

施
し

、

必
要

に
応

じ
て

適
切

な
対

策
を

講
じ

る
計

画
と

し
て

い
る
。
 

こ
の
た
め
、
本
事
業
の
実
施

に
よ

る
下

流
側

の
地

下

水
へ
の
影
響
は
軽
微
と
考
え

ら
れ

、
地

下
水

流
動

及
び

水
位

変
化

に
よ

る
利

水
影

響
を

与
え

る
こ

と
は

な
い

こ
と
か
ら
、
生
活
環
境
の
保
全

上
の
目

標
と

の
整

合
性

は
図
ら
れ
て
い
る
も
の
と
評

価
す
る

。
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第６章の更新について 

 

第５章に示した更新調査結果等を踏まえ、第６章の総合評価を書き改める。 

なお、旧版の記載が理解しやすいように、追加した記載に関しては「※追」と、修正・更新し

た記載に関しては「※改」として示すこととする。 

 

追加箇所の記載例 ※追 これらについては、・・・ 

修正・更新箇所の記載例 ※改 これらについては、・・・ 

  

 

第６章 総合的な評価 

６-１ 現況把握、予測、影響の分析の結果の整理 

本事業の実施による環境への影響について、調査、予測及び影響分析を行った結果の概

要、影響の回避又は低減のために実施する環境保全措置について、表 6-1-1(1)～（5）に示

した。 

いずれの環境要素に対しても、環境保全措置を適切に実施することにより、影響は回避

又は低減され、環境保全目標を満足するものと評価する。 

なお、生活環境保全について特に適正な配慮が必要な施設（学校、病院、福祉施設）につ

いては、事業計画地周辺には立地していないことを勘案し、適正な配慮がなされているも

のと評価する。 

したがって、本事業の実施による環境への影響を総合的に検討した結果、本事業の実施

に係る環境への影響の程度は小さいものと評価する。 

 

※追 上述６－１の結果の整理については、更新版も同様の考え方であり、評価についても

変更すべき事項はないと考える。 
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６-２ 施設の設置に関する計画に反映した事項及びその内容 

本生活環境影響評価の実施により、施設の設置に関する計画に反映した事項及びその

内容を表 6-2-1 に示す。 

 

表 6-2-1 施設の設置に関する計画に反映した事項及びその内容 

項 目 施設の設置に関する計画に反映した事項及びその内容 

大気質 ・計画段階での環境保全措置を適切に実施する。 

騒音 

・計画段階での環境保全措置を適切に実施する。 

・県道尾高淀江線の通行人、周辺民家及び事業所に配慮して敷地境界の一部に防音

壁を設置する。 

振動 ・計画段階での環境保全措置を適切に実施する。 

悪臭 ・計画段階での環境保全措置を適切に実施する。 

水質 ・計画段階での環境保全措置を適切に実施する。 

地下水 ・計画段階での環境保全措置を適切に実施する。 

 

 

※追 上述６－２の結果の整理については、更新版も同様の考え方であり、変更すべき事項

はないと考える。 
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６-３ 維持管理に関する計画に反映した事項及びその内容 

本生活環境影響評価の実施により、維持管理に関する計画に反映した事項及びその内

容を表 6-3-1 に示す。 

 

表 6-3-1 維持管理に関する計画に反映した事項及びその内容 

項 目 維持管理に関する計画に反映した事項及びその内容 

大気質 

・計画段階での維持管理計画を適切に実施する。 

・廃棄物処分の申し込み段階で飛散性の石綿（廃石綿等）は受入れないことを示し、

受け入れ審査の時点でも確認する。 

・施工区域には適宜散水し、粉じんの発生を抑制する。 

・廃棄物には必要に応じて散水を行い、粉じんの発生を抑制する。また、荷降ろし

場付近に風力階級がわかる簡易な測定装置を設置して風力を確認し、散水量を適

切に管理して粉じん発生を抑制する。なお、荷降ろしの際には状況により、産業

廃棄物を手降ろしで行う。 

・暴風警報、竜巻注意情報発令時は、周辺地域への影響防止のため、廃棄物の受け

入れを中止する。 

騒音 

・計画段階での維持管理計画を適切に実施する。 

・供用開始後及び影響が最大となると想定される時期に事業計画地敷地境界及び周

辺地域で測定を実施し、情報を公開する。 

振動 

・計画段階での維持管理計画を適切に実施する。 

・供用開始後及び影響が最大となると想定される時期に事業計画地敷地境界及び周

辺地域で測定を実施し、情報を公開する。 

悪臭 

・計画段階での維持管理計画を適切に実施する。 

・供用開始し、影響が大きくなると想定される時期に事業計画地敷地境界及び放流

河川で特定悪臭物質の測定を実施し、情報を公開する。 

水質 
・計画段階での維持管理計画を適切に実施する。 

・災害などの異常事態に対応する体制を整備し、被害の防止に努める。 

地下水 ・計画段階での維持管理計画を適切に実施する。 

 

 

※追 上述６－３の結果の整理については、更新版も同様の考え方であり、変更すべき事項

はないと考える。 
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産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画 
（法第 15条 2項第 7号の規定による計画） 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 15 条の 2 の 3 第 1 項に基づき環境省令で定める技術上の基

準」（基準省令）及び「最終処分場の構造・設備指針及び維持管理指針」（鳥取県）の規定に従い、維

持管理に関する計画を策定した。本計画に従い、最終処分場の維持管理を行う。 

１ 管理体制等   

①最終処分場の適正な維持管理を行うために事業開始までに具体的な行動内容を定めた「管理運営マ

ニュアル（仮称）」を整備する。 

②管理事務所には許可証の写し及び埋立計画図等を掲示するとともに、許可申請書の写し、事業計画

書、設計図書、受入記録、処分状況記録等を、常時管理事務所に備えておく。 

③廃棄物処理施設技術管理者を設置し、施設の維持管理業務を管理・監督させる。 

【県指針 5-1-16，5-1-17】 

２ 廃棄物の受入  

①廃棄物を受け入れるにあたり、事前審査で排出事業者が基準に適合していることを確認した上で廃

棄物処理委託契約を締結する。有害物質を含むおそれのある廃棄物の場合は、廃棄物の種類ごとに

行った【別表１】に掲げる項目の分析結果により、埋立処分できる廃棄物であることを確認する。

（契約締結後は年１回以上確認する。）また、自ら埋立処分を行う場合においても【別表１】の項目

の分析結果を確認する。ただし、どちらの場合も埋立処分を行う廃棄物から各分析項目の物質が検

出されないことが明らかな場合は、この限りでない。 

②契約品目以外の廃棄物が搬入されないよう、受入基準を明確にし、排出事業者及び収集・運搬業者

等に周知徹底する。 

③最終処分場における作業時間については、災害防止等の観点から、原則として午前８時３０分から

午後５時３０分までとする。 

④搬入廃棄物は、排出事業者名及び品目・性状について、常に委託契約書及びマニフェストで確認し、

これらが不明である場合は、当該廃棄物の受入れを行わない。 

⑤搬入廃棄物は、原則として受付計量時に全ての車両に対して目視検査及び放射線検査、有害物質を

含むおそれのある廃棄物の場合は当面の間、蛍光Ｘ線による迅速検査を行い、契約品目以外の廃棄

物の混入や放射線量あるいは有害物質が基準値を上回る場合には荷降ろしを中止し、排出事業者に

持ち帰りを指示するなどの適切な措置を講じる。 

⑥搬入廃棄物は、最終処分場内の定められた箇所に荷降ろしし、展開検査により基準に適合すること

を確認した上で埋立処分する。 

【県指針 5-1-17，5-1-18，5-3-4】 

３ 埋立作業  

＜ 計画的埋立 ＞ 

①埋立作業について、埋立順序等の工程、各埋立ステップにおける雨水排除や小段排水の閉塞に関す

る手順等を盛り込んだ埋立計画書を作成する。埋め立ての実施にあたっては、その計画書に基づき、

18 － 1
【 249 】



あらかじめ適切な測量により丁張等を設置し、それを活用して廃棄物の埋立高さや覆土の高さ等が

常に判別できるようにする。 

②開発区域及び埋立区域を表示する区域杭や基準高（仮ＢＭ）は常に明確にしておき、破壊しないよ

う十分に注意する。 

③原則として、埋立地（内部仕切設備により区画して埋立を行おうとする区画）に溜まっている水は、

埋立処分開始前に排除する。 

④新たな埋立区域の埋立開始前や埋立の進行に伴って実施する小段排水部の閉塞時など、段階的に実

施する管理作業に際しては、必要に応じその施工状況について県の確認を受ける。 

⑤埋立区域の面積、容量及び構造等を変更する場合は、事前に県と協議する。 

＜ 埋立作業 ＞ 

⑥搬入廃棄物の締固め、必要な覆土施工、整地等の作業に支障を及ぼさないよう計画的に埋め立てる

ものとし、廃棄物を山積みにしない。 

⑦廃棄物の搬入にあたっては、原則として埋立地の下部より搬入を開始し、一段ごとにのり面の確認

を行いながら、必要に応じて補修する。また、原則として一度埋め立てた廃棄物は掘り返さない。 

⑧搬入廃棄物は、原則として搬入された日に埋め立てを行い、締固め、覆土、整地の作業等が講じら

れるように計画的に作業を行う。 

⑨基本的には腐敗物を受入れない計画であることから、廃棄物各層の厚さは、原則として５ｍ以下と

し、中間覆土を 0.5ｍ以上施すものとする。なお、有機性廃棄物を受入れる場合は、区画を区切っ

たうえ、その割合が 40％を超えないよう無機性廃棄物と混合して埋め立てを行う。その区画に限っ

ては、廃棄物の層厚が３ｍ以下（中間覆土は同様）となるようにする。 

⑩中間覆土の施工時には、原則、その区域への新たな廃棄物の搬入及び埋め立てを中止する。 

【県指針 5-1-8，5-1-19，5-3-1（5-2-1），5-3-9】 

４ 異常事態の対応  

①台風、豪雨等にともなって異常事態が発生、又は発生のおそれがある場合は、新たな廃棄物の搬入

及び埋立作業を中止する等、必要な措置を講ずるとともに、生活環境保全上の異常が生じた場合に

は、応急処置に努めるほか、速やかに県及び関係機関に連絡し、指示を受ける。 

②異常発生時に備え、速やかな応急措置が実施可能となる体制を定めておく。 

【県指針 5-1-21】 

５ 廃棄物の飛散及び流出の防止  

①廃棄物の埋立てにあっては、廃棄物の流出・飛散の抑制を図るため、土堰堤を先行して築堤し、盛

土内側での埋立作業を励行し、即日覆土を施す。 

②風雨等対策のため、即時覆土材料（基本的に土砂）の確保及び必要な資材を準備しておく。 

③荷降ろし場付近に風力階級がわかる簡易な測定装置を設置して風力を確認し、必要に応じて適切に

散水しながらの荷下ろしや手降ろし、適宜の覆土等を実施する。 

④運搬車両による粉じんの発生を防止するため、制限速度の遵守（場内では徐行）、車両の定期的な整

備・点検を行うよう相手方に要請する。 

⑤場内道路は定期的に清掃し清潔の保持に努め、必要に応じて補修を行う。また、洗車場についても
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定期的に点検し、土砂等が堆積した場合は速やかに除去する。 

⑥暴風警報、竜巻注意情報発令時等、強風が予測される際には廃棄物の受け入れを中止する。 

【県指針 5-1-2，5-1-12】 

６ 悪臭発散の防止  

①埋立廃棄物について、有機性廃棄物はわずかと想定しているため、悪臭発生は軽微と考えられるが、

即日覆土を励行して、悪臭防止を図る。 

②新規契約の申し込みがあった場合、センター職員が申し込み先の事業業場に赴き、廃棄物の種類や

悪臭の状況を確認した上で契約を検討する。実際の搬入に際しては悪臭を呈している廃棄物は、受

付を断り、相手方に返却するなどの適切な措置を講ずる。 

③悪臭の発散が懸念される場合を想定して、即時覆土材料（基本的に土砂）の確保及び防臭剤散布等

の準備をしておく。 

④定期的に【別表２】に掲げる項目の測定を実施し、悪臭の状況を確認し、情報を公開する。測定の

結果、目標値を超えた場合は速やかに原因を究明し、適切な措置を図る。 

【県指針 5-1-3】 

７ 騒音・振動の防止  

①埋立作業に係る重機や浸出水処理施設など、騒音源及び振動源となりうる設備に関しては、必要に

応じて、影響抑制に配慮した仕様とするとともに、定期的な点検等により異常の発見に努める。 

②廃棄物車両の走行に際して、制限速度の遵守等の適正運転の周知徹底を図り、影響を最小限にとど

めるよう促す。 

③定期的に埋立作業に伴う騒音・振動を測定し、【別表３】に掲げる目標値との整合を確認し、その結

果を公開する。 

④処分場周辺の環境に配慮するため、敷地境界の一部に遮音壁を設け、騒音の抑制を図る。また、定

期測定の結果を踏まえ、必要に応じて重機周辺を防音シートで囲む等の対策を講じることで、局所

的な騒音の低減を図る。 

８ 火災発生の防止  

①火災発生防止のため、即日覆土を励行するとともに消火栓、覆土材料等の消火設備を備えておく。 

②消火設備は適切な箇所に配備するとともに、常に整備点検し、定期的に操作方法等の訓練を行う。 

③可燃性廃棄物を埋め立てる場合には、堆積による自然発火の防止に努めるとともに、終業後の火気

の点検等を行う。火災防止の観点からも即日覆土を実施する。 

④埋立地内にガス抜き設備を設け、可燃性ガスの発生を抑制するとともに、地中温度計測を行い、自

然発火の防止に努める。 

【県指針 5-1-4】 

９ 衛生害虫獣発生の防止  

①衛生害虫の発生を防止するため、即日覆土を励行するとともに、必要に応じて薬剤の散布を行う。 

②害虫等の発生に備え、即時覆土用の土砂の確保及び薬剤散布等の準備をしておく。 

【県指針 5-1-5】 
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10 表示等の管理  

①門扉付近に、所定の立札等表示を設置する。 

②表示すべき事項に変更が生じた場合には速やかに書換え、届出等必要な措置を行う。 

③立札等が破損した場合は、速やかに補修する。 

【県指針 5-1-7】 

11 囲い等の管理  

①みだりに人が埋立地に立入るのを防止するため、埋立地の周囲に囲障設備を施す。 

②囲障設備は、月１回程度の点検を実施し、破損した場合は速やかに補修する。 

③門扉は、１日の作業終了後は、閉鎖し施錠する。 

【県指針 5-1-6】 

12 貯留構造物等の保全  

①貯留構造物（土堰堤）は、定期的に点検し、損壊するおそれがあると認められる場合は、速やかに

損壊を防止するための必要な改善措置を講ずる。 

②土堰堤等の設備は、原則として、施設稼働日には毎日点検を行い記録する。当該設備が破損するお

それがあると認められる場合は、直ちに埋め立てを中止し、改善措置を講ずる。 

③土堰堤等の点検及び補修が的確に行えるよう、管理道路・小段等を確保する。 

④土堰堤等の点検は、地上に現われている部分に対する視認を行う。また、盛土部は沈下等の有無確

認のため、変位測定を月１回程度、定期的に行い記録する。 

⑤定期点検の頻度は、土堰堤等の重要度等状況を勘案して適宜設定する。また、地震、台風、ゲリラ

豪雨等の異常事態の直後には臨時点検を行い記録する。特に盛土部は特化して点検する。 

【県指針 5-3-2（5-2-2）】 

13 遮水工の保護  

①埋め立てられた廃棄物の自重や埋立作業用の機材による負荷が原因で遮水工が損傷しないよう、廃

棄物を埋め立てる前（施設整備時）には、埋立地底面部の遮水工上部に厚さ 50㎝以上の保護層（良

質土）を施しておく。 

②法面部は廃棄物を埋め立てる前に、遮水工（遮光性マットを含む）の表面を良質土等で被覆する。 

【県指針 5-3-3】 

14 遮水工の点検  

①遮水工は、原則として、施設稼働日には毎日点検する。遮水効果が低下するおそれがあると認めら

れる場合は、速やかにこれを回復するために必要な改善措置を講ずる。 

②地震・台風・ゲリラ豪雨等の異常事態の直後には、遮水工の臨時点検を行う。 

③遮水工の点検は、地上に現れている部分は視認等により行い、遮水シ－ト及びその上部に敷設され

た不織布等の劣化・破損の有無、接合部の状況等を点検し、破損又はそのおそれがある場合には速

やかに修復等を行う。 

④電気的漏洩検知システム及び地下水水質モニタリングによる併用監視を行い、異常がある場合は速

やかに原因を究明し、適切な措置を図る。 
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⑤遮水効果が低下するおそれが認められる場合は、新たな廃棄物の搬入及び埋め立てを中止し、改善

措置を講ずる。 

【県指針 5-3-3】 

15 浸出水調整池の点検  

①浸出水調整槽を定期的に点検し、調整槽が損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかに

これを防止するために必要な措置を講ずる。 

②浸出水調整槽は目視により、亀裂や漏水等の有無について、原則として、施設稼働日には毎日点検

し、記録する。損壊するおそれ等の異常が認められた場合には、速やかに補修、復旧を行う。 

【県指針 5-3-6】 

16 浸出水処理設備の維持管理  

①放流水の水質が【別表４】に掲げる排水基準等に適合するよう浸出水処理設備を維持管理する。水

質検査結果については、公表する。 

②浸出水処理設備の機能の状態を定期的に点検し、異常が認められた場合は速やかに必要な改善措置

を講じる。 

③浸出水処理設備は、原則として、施設稼働日には毎日点検し、異常が認められた場合及び水質検査

結果で異常が生じた場合には、原則として新たな廃棄物の搬入及び埋め立てを中止するとともに、

速やかに県等の関係者に連絡し対応を協議の上、埋立廃棄物の再確認や浸出水処理設備の点検・修

理等の改善対策を講ずる。 

④日常使用する薬品や部品等の予備に不足がないか定期的に確認し、管理する。 

⑤配管等の防凍措置の状況を定期的に点検し、異常が認められた場合は速やかに必要な改善措置を講

じる。 

⑥浸出水処理設備の運転日誌を作成し、廃止まで保存する。 

＜ 放流水等の水質検査 ＞ 

⑦放流水等の水質検査は、【別表４】に掲げる項目ごとに、同表に掲げる頻度で行う。 

⑧浸出水処理水の放流先河川である塩川については、埋立開始前から最終処分場を廃止するまでの期

間、必要に応じて水質検査を実施する。（検査項目・基準値等は河川の環境基準等を参考にして設

定・評価する。）検査の結果、何らかの異常があると判断された場合には、処分場施設を点検すると

ともに、処分場施設に問題があると判断される場合は、速やかに適切な措置を講じる。 

【県指針 5-1-22，5-3-5】 

17 地下水等の水質検査  

①埋立地浸出水による周縁の地下水水質への影響の有無を判断するため、埋立地の上下流２ヶ所以上

の水質モニタリング井戸から採取した地下水について、【別表５】に掲げる項目・頻度により水質を

検査し、記録する。検査結果については、公表する。 

②環境保全協定等による基準値及び検査回数等が、法令の規定で定めるものより厳しい数値を達成す

ることとした場合には、当該環境保全協定等の規定を優先する。 

③最終処分基準省令で定める地下水水質検査項目以外で、参考とすべき項目は、ふっ素、ほう素、硝
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酸性窒素及び亜硝酸性窒素とする。これらの項目は最終処分場周辺地下水の水質変動を把握するた

めの指標として、地下水の水質検査時に実施する。 

④遮水工下の地下水等を排除する地下水集排水設備の排水（地下水モニタリングピットで集水）につ

いて、遮水効果を確認するために【別表５】に掲げる項目・頻度にて検査を行う。なお、当該モニ

タリングピットにおいてはｐＨ、ＥＣの常時観測によって、速やかな地下水の異常感知を図る。 

【県指針 5-1-22，5-3-7】 

18 地下水等の水質悪化時の対応  

①水質検査結果により、地下水の異常（その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるも

のを除く）が認められた場合、又は放流水が水質基準に適合しない場合、その原因の調査を行うと

ともに、生活環境の保全上の必要な措置を講ずる。 

②電気的漏洩検知システムにより異常が認められた場合、水質検査結果により水質基準に適合しない

場合、電気伝導率及び塩化物イオン濃度に異常な状態が認められた場合は、原則として、新たな廃

棄物の搬入及び埋め立てを中止するとともに、速やかに県等の関係機関に連絡し、対策を協議の上、

下流水域の水質モニタリング調査や埋立廃棄物の再確認及び処分場の施設・設備の点検・補修等の

改善対策を講ずる。 

③万が一、地下水の異常が確認された場合は、緊急避難的に浸出水処理施設において地下水処理を行

うとともに、原因究明・対策に係る検討を行ったうえで、廃棄物を掘り返して遮水工破損箇所の補

修を行う等、必要な対策を講じる。 

【県指針 5-1-22，5-3-3，5-3-7】 

19 雨水集排水の土砂の除去  

①機能維持、雨水の埋立地への流入防止及び埋立地外への廃棄物の流出防止のため、排水路・防災調

整池及び隣接地の排水施設等は、定期的かつ必要に応じた点検・清掃を行うなど状況に応じた適切

な措置による維持管理を行う。 

②定期点検の頻度は週１回程度とし、必要に応じて清掃・施設補修等を行う。 

【県指針 5-1-10】 

20 法面の保護  

①埋立地外で植生を施したのり面は、保護のため、必要に応じて施肥等を行う。 

②のり面の小段排水路、縦排水路は適切に排水されることを確認するために、週１回程度の点検を行

い、破損した場合は速やかに補修する。 

【県指針 5-1-11】 

21 埋立ガスの排除  

①通気装置を設けて埋立地から発生するガスを排除する。 

②ガス抜き設備は、概ね週１回程度の点検を実施し、埋立地から発生するガスが適正に排除されるよ

う適切に管理する。 

【県指針 5-3-8】 
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22 最終覆土の実施（埋立処分の終了）  

①埋立終了した埋立地は、1.0ｍ以上の覆土で開口部を閉鎖し、廃止するまでの間、貯留施設・排水溝

の点検補修を行う。 

②閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用に供する場合は、囲い、杭その他の設備により埋立地の範囲

を明らかにしておく。 

③埋立処分が終了した埋立地には雨水その他の地表水を支障なく流下させることができる構造、規模

の排水設備を必要な部分に設置する。 

④崩壊や地滑りのおそれがないよう、のり面、土堰堤の締固めや勾配を適切に行う。 

⑤埋立処分が終了したときは、その終了した日から 30日以内に「最終処分場の埋立処分終了届出書」

を県に提出する。 

⑥最終覆土を含む埋立区域には区域杭等を設置し、区域を明確にする。また、森林法に基づく林地開

発に係る植栽工事を行う。 

⑦事業計画書の内容及び土地所有者等の関係者との調整により、跡地整備（農地及び植栽工事）を実

施する。 

⑧その他、最終覆土の施工手順や雨水排除のための排水路整備など、最終覆土等の実施に関する詳細

は埋立終了までに決定する。 

【県指針 5-3-10（5-1-23）】 

23 最終覆土の損壊防止（埋立終了後の管理）  

①閉鎖した埋立地については、覆い（覆土）の損壊を防止するため、原則として月１回以上の頻度で

点検を行うほか、台風及び集中豪雨直後等についても行い、覆土の沈下、流出、ひびわれ等の発生

状況を点検し、必要に応じて修復を行う。 

②基準省令及び県指針に定める基準を遵守し、管理を行う。 

③その他、施設の点検内容や浸出水及び埋立ガスのモニタリングなど、埋立終了後の維持管理に関す

る詳細は埋立終了時に決定する。 

【県指針 5-3-10（5-1-23），5-3-11（5-1-24）】 

24 残余埋立容量の測定  

①埋立地の残余容量については、年１回以上の頻度で現地測量を行い、埋立容量及び埋立位置を確認

するとともに、その記録を作成し保存する。 

【県指針 5-1-17，5-1-26】 

25 維持管理記録の作成・保存  

①埋め立てられた産業廃棄物の種類、数量及び最終処分場の維持管理にあたって行った、点検・検査・

その他措置の記録を作成し、廃止までの間、保存を行い、必要な情報を公開する。 

②期別、埋立区画ごとに上記に係る記録を行う。 

③石綿含有廃棄物を取り扱う場合には、分散しないように一定の場所で行うとともに、その位置を示

す図面等（埋立管理記録）を作成し、廃止までの間保存するほか、鳥取県石綿健康被害防止条例（平

成 17年鳥取県条例第 67号）の規定に基づき、処分場敷地境界において大気中の石綿粉じんの飛散

状況を定期的に調査し、情報を公開する。また、土地の権利者に対して、その埋立管理記録を引き

18 － 7
【 255 】



継ぐ。 

④処分場の維持管理にあたり、行った点検及び検査その他講じた措置等について、【別表６】に掲げる

事項を記録する。 

⑤埋立地の残余容量については、年１回以上の頻度で現地測量を行い、その記録を作成し保存する。 

⑥埋立処分の進行状況は、原則として月１回以上、同一の位置から写真撮影し記録しておく。また、

埋立地の平面図及び断面図にも当該埋立状況を記入すること等により、常に残余容量等の状況を把

握しておく。 

⑦維持管理記録簿及び写真等は、原則として年度ごとに取りまとめて当該最終処分場の廃止後も永久

保存する。 

⑧維持管理記録簿等の記録は、管理事務所に備え置き、記録を備え置いた日から起算して３年を経過

するまでの間、当該維持管理に関して生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧で

きるようにする。なお、記録の閲覧義務は、当該最終処分場（許可対象施設）の全てに適用する。 

⑨維持管理に関する計画及び状況について、インターネット等により公表する。 

【県指針 5-1-26，5-1-27】 

26 その他施設の管理等  

①処分場内及びその周辺部を定期的に巡回し、必要に応じて清掃、修景、除草等を行い清潔な状態を

維持する。 

②覆土保管場外周に仮設排水路等を設けて、土砂等の流出を防止する。 

③洗車設備は定期的に点検し、土砂等が堆積した場合は速やかに除去し、常に良好な状態にしておく。

排水は、オイルトラップを施したうえで、浸出水調整設備又は埋立地内に排水する。 

④事故の発生を防止するために、受入日は、原則として最終処分場内及びその周辺部を毎日１回以上

巡回監視し、必要に応じて保守点検を行う。 

⑤重機等による巻込まれ、酸欠等中毒による事故等の未然防止を図るため、作業手順の遵守及び安全

点検を励行する。 

⑥駐車設備は適切に管理し、常に清潔を保持する。 

【県指針 5-1-1，5-1-9，5-1-11～5-1-15，5-1-20】 

27 処分場の廃止  

①処分場の廃止は、廃棄物処理法、基準省令、県指針等に定める廃止の基準を遵守する。 

②廃止後の跡地利用については、地権者、周辺住民、米子市、鳥取県ほか関係者と事前に協議した上

で検討していく。 

③その他、埋立管理記録の取り扱いや浸出水処理施設の撤去など、処分場の廃止に関する詳細は処分

場の廃止までに決定する。 

【県指針 5-3-12，5-3-13，5-1-25】 
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【別表１】金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準 

【別表２】悪臭に係る目標値 

【別表３】騒音・振動に係る目標値 

【別表４】放流水等の水質検査項目 

【別表５】地下水検査項目 

【別表６】最終処分場の維持管理に関する記録 
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【別表１】 廃棄物受入判定基準

判定基準値
（溶出基準）

燃
え
殻

ば
い
じ
ん

汚
泥

鉱
さ
い

廃
棄
物
を
処
理
し
た
も
の

廃プラスチック
類、ゴムくず、
⾦属くず、ガラ
スくず・コンク
リートくず及び
陶磁器くず、が
れき類、紙く
ず、木くず、繊
維くず

1 アルキル水銀化合物 検出されないこと ● ● ○ ● ○ ○
2 水銀又はその化合物 0.005 mg/L以下 ● ● ○ ● ○ ○
3 カドミウム又はその化合物 0.09 mg/L以下 ● ● ○ ● ○ ○
4 鉛又はその化合物 0.3 mg/L以下 ● ● ○ ● ○ ○
5 有機りん化合物 1 mg/L以下 ○ ○
6 六価クロム化合物 1.5 mg/L以下 ● ● ○ ● ○ ○
7 ひ素又はその化合物 0.3 mg/L以下 ● ● ○ ● ○ ○
8 シアン化合物 1 mg/L以下 ○ ○ ○ ○
9 ポリ塩化ビフェニル（PCB） 0.003 mg/L以下 ○ ○ ○ ○

10 トリクロロエチレン 0.1 mg/L以下 ○ ○
11 テトラクロロエチレン 0.1 mg/L以下 ○ ○
12 ジクロロメタン 0.2 mg/L以下 ○ ○
13 四塩化炭素 0.02 mg/L以下 ○ ○
14 1,2-ジクロロエタン 0.04 mg/L以下 ○ ○
15 1,1-ジクロロエチレン 1 mg/L以下 ○ ○
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 mg/L以下 ○ ○
17 1,1,1-トリクロロエタン 3 mg/L以下 ○ ○
18 1,1,2-トリクロロエタン 0.06 mg/L以下 ○ ○
19 1,3-ジクロロプロペン 0.02 mg/L以下 ○ ○
20 チウラム 0.06 mg/L以下 ○ ○
21 シマジン 0.03 mg/L以下 ○ ○
22 チオベンカルブ 0.2 mg/L以下 ○ ○
23 ベンゼン 0.1 mg/L以下 ○ ○
24 セレン又はその化合物 0.3 mg/L以下 ● ● ○ ● ○
25 1,4-ジオキサン 0.5 mg/L以下 ● ● ○ ○
26 ダイオキシン類 3 ng-TEQ/g以下 ● ● ○ ○ ○
27 含水率 85％以下 ● ● ● ○
28 熱しゃく減量 15％以下 ●

※１ ●は、判定対象項目。○は、排出工程の状況により判定対象項目とする。
※２ 法令基準値の改正があった場合には、改正後の基準値とする。

判定基準値及び
廃棄物の種類

判定対象物質等
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【別表２】 悪臭に係る目標値 
１ 敷地境界︓（悪臭防⽌法に基づく C 区域の規制基準値） 

(単位 ppm) 

悪 臭 物 質 名 規  制  基  準 
C区域 

 アンモニア 5 
 メチルメルカプタン 0.01 
 硫化水素 0.2 
 硫化メチル 0.2 
 ⼆硫化メチル 0.009 
 トリメチルアミン 0.07 
 アセトアルデヒド 0.05 
 プロピオンアルデヒド 0.05 
 ノルマルブチルアルデヒド 0.009 
 イソブチルアルデヒド 0.02 
 ノルマルバレルアルデヒド 0.009 
 イソバレルアルデヒド 0.003 
 イソブタノール 0.9 
 酢酸エチル 3 
 メチルイソブチルケトン 1 
 トルエン 10 
 スチレン 0.4 
 キシレン 1 
 プロピオン酸 0.03 
 ノルマル酪酸 0.001 
 ノルマル吉草酸 0.0009 
 イソ吉草酸 0.001 

 
２ 排水︓（悪臭防⽌法に基づく C 区域の規制基準値） 

(単位︓mg/L) 

特定悪臭物質 排出水の量 規制基準 
C区域 

メチルメルカプタン 

0.001⽴⽅メートル毎秒以下の場合 0.2 

0.001 ⽴⽅メートル毎秒を超え、 
0.1⽴⽅メートル毎秒の場合 0.03 

0.1⽴⽅メートル毎秒を超える場合 0.007 

硫化水素 

0.001⽴⽅メートル毎秒以下の場合 1 

0.001 ⽴⽅メートル毎秒を超え、 
0.1⽴⽅メートル毎秒の場合 0.2 

0.1⽴⽅メートル毎秒を超える場合 0.05 

硫化メチル 

0.001⽴⽅メートル毎秒以下の場合 6 
0.001 ⽴⽅メートル毎秒を超え、 
0.1⽴⽅メートル毎秒の場合 1 

0.1⽴⽅メートル毎秒を超える場合 0.3 

⼆硫化メチル 

0.001⽴⽅メートル毎秒以下の場合 6 
0.001 ⽴⽅メートル毎秒を超え、 
0.1⽴⽅メートル毎秒の場合 1 

0.1⽴⽅メートル毎秒を超える場合 0.3 
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【別表３】 騒音・振動に係る目標値 

 

１ 騒 音  

・事業計画地敷地境界︓昼間 65dB、夜間 50dB（騒音規制法の第 3 種区域の規制基準値、

⿃取県公害防⽌条例（昭和 46 年、条例第 35 条）の深夜騒音の規制基準値） 

 

２ 振 動  

・事業計画地敷地境界︓昼間 65dB、夜間 60dB（振動規制法の第 2 種区域の規制基準値）

 

測定地点・頻度については別途作成する維持管理マニュアルで定める。 
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【別表４】 放流水の水質検査項目

放流水
（埋⽴開始
から終了）

浸出水
（埋⽴終了
から廃⽌）

放流水
（埋⽴開始
から終了）

浸出水
（廃⽌前
２年間）

1 アルキル水銀化合物 2回/年 １回/6か月 検出されないこと 1回/年 １回/6か月 検出されないこと
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 2回/年 １回/6か月 0.005以下 1回/年 １回/6か月 0.005以下
3 カドミウム及びその化合物 2回/年 １回/6か月 0.03以下 1回/年 １回/6か月 0.03以下
4 鉛及びその化合物 2回/年 １回/6か月 0.1以下 1回/年 １回/6か月 0.1以下
5 有機リン化合物 2回/年 １回/6か月 1以下 1回/年 １回/6か月 1以下
6 六価クロム化合物 2回/年 １回/6か月 0.5以下 1回/年 １回/6か月 0.5以下
7 砒素及びその化合物 2回/年 １回/6か月 0.1以下 1回/年 １回/6か月 0.1以下
8 シアン化合物 2回/年 １回/6か月 1以下 1回/年 １回/6か月 1以下
9 ポリ塩化ビフェニル 2回/年 １回/6か月 0.003以下 1回/年 １回/6か月 0.003以下

10 トリクロロエチレン 2回/年 １回/6か月 0.1以下 1回/年 １回/6か月 0.1以下
11 テトラクロロエチレン 2回/年 １回/6か月 0.1以下 1回/年 １回/6か月 0.1以下
12 ジクロロメタン 2回/年 １回/6か月 0.2以下 1回/年 １回/6か月 0.2以下
13 四塩化炭素 2回/年 １回/6か月 0.02以下 1回/年 １回/6か月 0.02以下
14 １,２-ジクロロエタン 2回/年 １回/6か月 0.04以下 1回/年 １回/6か月 0.04以下
15 １,１-ジクロロエチレン 2回/年 １回/6か月 1以下 1回/年 １回/6か月 1以下
16 シス-１,２-ジクロロエチレン 2回/年 １回/6か月 0.4以下 1回/年 １回/6か月 0.4以下
17 １,１,１-トリクロロエタン 2回/年 １回/6か月 3以下 1回/年 １回/6か月 3以下
18 １,１,２-トリクロロエタン 2回/年 １回/6か月 0.06以下 1回/年 １回/6か月 0.06以下
19 １,３-ジクロロプロペン 2回/年 １回/6か月 0.02以下 1回/年 １回/6か月 0.02以下
20 チウラム 2回/年 １回/6か月 0.06以下 1回/年 １回/6か月 0.06以下
21 シマジン 2回/年 １回/6か月 0.03以下 1回/年 １回/6か月 0.03以下
22 チオベンカルブ 2回/年 １回/6か月 0.2以下 1回/年 １回/6か月 0.2以下
23 ベンゼン 2回/年 １回/6か月 0.1以下 1回/年 １回/6か月 0.1以下
24 セレン及びその化合物 2回/年 １回/6か月 0.1以下 1回/年 １回/6か月 0.1以下
25 １,４-ジオキサン 2回/年 １回/6か月 0.5以下 1回/年 １回/6か月 0.5以下
26 ほう素及びその化合物 2回/年 １回/6か月 10以下 1回/年 １回/6か月 50以下
27 ふっ素及びその化合物 2回/年 １回/6か月 8以下 1回/年 １回/6か月 15以下

28
アンモニア、アンモニウム化合物、
亜硝酸化合物及び硝酸化合物

2回/年 １回/6か月 100以下 1回/年 １回/6か月 200以下

29 水素イオン濃度 1回/月 1回/月 5.8以上8.6以下 1回/月 １回/3か月 5.8以上8.6以下
30 ⽣物化学的酸素要求量 1回/月 1回/月 10以下 1回/月 １回/3か月 60以下
31 化学的酸素要求量 1回/月 1回/月 10以下 1回/月 １回/3か月 90以下
32 浮遊物質量 1回/月 1回/月 10以下 1回/月 １回/3か月 60以下

33
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
（鉱油類含有量）

2回/年 １回/6か月 5以下 1回/年 １回/6か月 5以下

34
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
（動植物油脂類含有量）

2回/年 １回/6か月 30以下 1回/年 １回/6か月 30以下

35 フェノール類含有量 2回/年 １回/6か月 5以下 1回/年 １回/6か月 5以下
36 銅含有量 2回/年 １回/6か月 3以下 1回/年 １回/6か月 3以下
37 亜鉛含有量 2回/年 １回/6か月 2以下 1回/年 １回/6か月 2以下
38 溶解性鉄含有量 2回/年 １回/6か月 10以下 1回/年 １回/6か月 10以下
39 溶解性マンガン含有量 2回/年 １回/6か月 10以下 1回/年 １回/6か月 10以下
40 クロム含有量 2回/年 １回/6か月 2以下 1回/年 １回/6か月 2以下
41 大腸菌群数 1回/月 1回/月 3,000[個/㎤]以下 1回/年 １回/6か月 3,000[個/㎤]以下
42 窒素含有量 1回/月 1回/月 10以下 1回/月 １回/3か月 120(日平均60)以下
43 りん含有量 2回/年 １回/6か月 8以下 1回/年 １回/6か月 16(日平均8)以下
44 ダイオキシン類 2回/年 １回/6か月 10[pg-TEQ /L]以下 1回/年 － 10[pg-TEQ/L]以下

※ 法令基準値の改正があった場合、⾃主基準値と法令基準値を⽐較し、厳しい⽅の基準値を適⽤する。

（参考）法令基準
頻度

基準値［㎎/L］ 基準値［㎎/L］
項   目

頻度
⾃主基準
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【別表５】 地下水の水質検査項目

埋⽴開始
から廃⽌

埋⽴開始
前

埋⽴開始
から廃⽌

埋⽴開始
前

1 アルキル水銀 2回/年 2回 検出されないこと 1回/年 1回 検出されないこと

2 総水銀 2回/年 2回 0.0005以下 1回/年 1回 0.0005以下

3 カドミウム 2回/年 2回 0.003以下 1回/年 1回 0.003以下

4 鉛 2回/年 2回 0.01以下 1回/年 1回 0.01以下

5 六価クロム 2回/年 2回 0.05以下 1回/年 1回 0.05以下

6 砒素 2回/年 2回 0.01以下 1回/年 1回 0.01以下

7 全シアン 2回/年 2回 検出されないこと 1回/年 1回 検出されないこと

8 ポリ塩化ビフェニル 2回/年 2回 検出されないこと 1回/年 1回 検出されないこと

9 トリクロロエチレン 2回/年 2回 0.01以下 1回/年 1回 0.01以下

10 テトラクロロエチレン 2回/年 2回 0.01以下 1回/年 1回 0.01以下

11 ジクロロメタン 2回/年 2回 0.02以下 1回/年 1回 0.02以下

12 四塩化炭素 2回/年 2回 0.002以下 1回/年 1回 0.002以下

13 １,２-ジクロロエタン 2回/年 2回 0.004以下 1回/年 1回 0.004以下

14 １,１-ジクロロエチレン 2回/年 2回 0.1以下 1回/年 1回 0.1以下

15 １,２-ジクロロエチレン 2回/年 2回 0.04以下 1回/年 1回 0.04以下

16 １,１,１-トリクロロエタン 2回/年 2回 1以下 1回/年 1回 1以下

17 １,１,２-トリクロロエタン 2回/年 2回 0.006以下 1回/年 1回 0.006以下

18 １,３-ジクロロプロペン 2回/年 2回 0.002以下 1回/年 1回 0.002以下

19 チウラム 2回/年 2回 0.006以下 1回/年 1回 0.006以下

20 シマジン 2回/年 2回 0.003以下 1回/年 1回 0.003以下

21 チオベンカルブ 2回/年 2回 0.02以下 1回/年 1回 0.02以下

22 ベンゼン 2回/年 2回 0.01以下 1回/年 1回 0.01以下

23 セレン 2回/年 2回 0.01以下 1回/年 1回 0.01以下

24 １,４-ジオキサン 2回/年 2回 0.05以下 1回/年 1回 0.05以下

25
クロロエチレン
（別名︓塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）

2回/年 2回 0.002以下 1回/年 1回 0.002以下

26 ほう素 2回/年 2回 1以下 － － （1以下）

27 ふっ素 2回/年 2回 0.8以下 － － （0.8以下）

28 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 2回/年 2回 10以下 － － （10以下）

29 ダイオキシン類 2回/年 2回 1［pg-TEQ/L］以下 1回/年 1回 1［pg-TEQ/L］以下

30 電気伝導率及び塩化物イオン 1回/月 2回 － 1回/月 1回 －

※１ ２６から２８の法令基準値は、地下水の水質汚濁に係る環境基準値

※２ 法令基準値の改正があった場合には、改正後の基準値とする。

項 目

⾃主基準 （参考）法令基準

頻 度
基準値

［㎎/L］

頻 度
基準値

［㎎/L］
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【別表６】 最終処分場の維持管理に関する記録

記録の項目 記録内容
記録を備え置く時期

（この日までに備え置く）

処分した廃棄物 ・各月ごとの種類及び数量  ※１ 処分した翌月の末日

周辺地下水の水質検査

放流水の水質検査

周辺地下水の水質の悪化が認められ
た場合に講じた措置

・措置を講じた年月日    ※５
・講じた措置の内容

・措置を講じた日の属する月の翌月
の末日

遮水工の点検

擁壁等の点検

浸出水調整槽の点検

浸出水処理施設の点検

導水管等の防凍措置

最終処分場の残余容量 ・累計埋⽴量及び残余容量 測定結果の得られた翌月の末日

インターネット等による公表 ・上記記録内容等      ※６
点検または措置を講じた日、及び測
定等の結果の得られた日の属する月
の翌月の末日        ※７

※１ 処分した廃棄物の種類及び数量は、１月間の処理した廃棄物の種類ごとに数量を記載する。
   種類については、廃掃法第２条第４項及び廃掃法施⾏令第２条に規定された廃棄物の種類を基本とする。
※２ 測定結果の得られた年月日については、当該処理施設のの措置者以外の者が測定した場合には、当該者から当該設置者に
   測定結果が報告された年月日を記載する。
※３ 測定結果については、当該結果が連続記録⽤紙、計量証明書、電⼦計算機からの出⼒⽤紙等に記載されている場合には、
   それぞれの⽤紙を閲覧に供する場合がある。
※４ 点検を⾏った結果については、例えば最終処分場の擁壁等が損壊する恐れが認められたかどうかを記録し、当該恐れが
   認められた場合には、その具体的な異常の内容等を記録する。
※５ 点検又は水質検査等の結果に基づき、必要な措置を講じた場合には、当該措置を開始した年月日及び終了した年月日
   並びに講じた措置の内容を記録し、当初の措置の内容を変更した場合には、変更した年月日及び変更後の措置の内容を
   記録する。

※６ 詳細は廃掃法施⾏規則第４条の５の２第４号及び第１２条の７の２第６号から８号による。

※７ 詳細は廃掃法施⾏規則第４条の５の３及び第１２条の７の３による。

・採取した場所
・採取した年月日
・測定結果の得られた年月日 ※２
・測定結果         ※３

検査結果の得られた日の属する月の
翌月の末日

・点検を⾏った年月日    ※４
・措置を講じた措置年月日  ※５
（機能低下または損壊の恐れもしく
は機能の異常が認められた場合）
・講じた措置の内容

点検または措置を講じた日の属する
月の翌月の末日
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